
〈
表
紙
)

家

久

A 
A、

自

寛

永

元

年

至

同

均二

光

久

E、F

.A 

録

巻
七
十
七

編後

蕎

記

雑

年
始
之
慶
賀
万
幸
ミ
ミ
、
猶
更
不
可
有
意
期
候
、
此
等
之
篤
祝
儀

「
清
水
衆
中
村
登
岐
右
衛
門
臓
」

太
万
一
腰
・
馬
一
疋
思
惑
之
至
候
、
猶
永
日
中
慶
事
可
申
加
候
、

謹
言
、

正
式月
部三
太日
輔忌
股堅

家
久

去
年
十

月
十
九
日

「
申
永
久
公
御
譜
中
」

巻77

中
宮
品
川
産

比
志
島
宮
内
少
輔
園
隆
局
使
節
、
献
幣
物
而
奉
書
之
、
祝
幣
所
受

皇
子
慶
音
至
、
則
家
久
命

謝
書
各
載
在
方
会
、

1837 

寸
家
久
公
御
譜
中
」

「
正
文
在
伊
地
知
識
之
永
」

元
和
十
年
正
月
十
三
日

漢
倭
聯
句

宿
梅
鴬
百
喜

瑚
に
ふ
か
き
春
の
あ
さ
天

遠
や
ま
の
か
す
む
ひ
か
り
ハ
ほ
の
か
に
て

尋
問
景
眼
中
連

可
愛
雲
間
月

堪
臨
秋
潔
濃

一
葉
ち
る
い
ろ
は
み
き
は
に
う
つ
ろ
ひ
て

つ
な
き
す
て
た
る
か
け
の
つ
り
船

は
け
し
く
も
す
さ
ミ
出
ぬ
る
タ
嵐

孤
村
起
淡
畑

塙
頭
横
竹
影

ね
く
ら
な
か
ら
に
と
り
そ
眠
れ
る

朝
日
さ
す
野
も
せ
の
霜
の
き
え
渡
り

ひ
L
き
来
に
け
り
す
ゑ
の
谷
河

頼
景

家
久重

長

局
母
音

理
d心

頼
景

家
久重

長
貞
守

理
心

潟
善

家
久重

長

803 

貞
守



桟
危
樵
路
櫨

す
L
め
/
¥
て
馬
に
鞭
う
つ

ち
き
り
を
く
月
ハ
い
さ
よ
ふ
里
と
を
み

悲
秋
恨
不
鮮

思
深
庭
下
醇

腸
断
雨
中
鵠

雲
か
・
ふ
る
外
山
の
花
の
い
か
な
ら
ん

か
す
ミ
わ
け
入
野
は
懸
な
り

春
遊
忘
日
暮

歌
に
し
こ

L
ろ
つ
く
す
賢
さ

牙
琴
流
水
曲

蕃
楊
海
南
蓋
一

き
ぬ
ノ
ヘ
‘
に
ゆ
か
り
の
袖
の
し
た
ハ
れ
て

ふ
か
き
な
さ
け
の
ほ
と
そ
憐
む

し
の
ふ
る
も
さ
き
立
や
た
L
露
涙

向
タ
月
揖
娼

雲
外
敷
行
鷹

林
中
復
咽
蝉

し
は
し
た
ム
清
水
か
も
と
に
や
す
ら
ひ
て

な
か
れ
は
る
か
に
つ

L
く
あ
ら
小
田

貞
日
間

紹
嘉

家
久貞

Eヨ

頼
景

理
心

貞
守

重
長

矯
善

家
久理

dむ
偽
善

重
長

貞
守

家
久頼

景

府
府
議
宵

理
心

貞
守

家
久

柳
塘
遮
栗
益

つ
は
さ
の
と
か
に
鷺
そ
旋
れ
る

落
霞
贋
翠
抽

細
雨
酒
金
様

い
ろ
も
な
を
露
の
玉
し
く
鞠
の
場

む
へ
も
み
や
こ
の
あ
き
闘
な
り

淀
路
よ
り
月
に
車
ゃ
っ

L
く
ら
ん

梯
航
争
後
先

た
つ
ね
入
け
ふ
の
ま
と
ひ
の
花
の
も
と

う
ら
与
に
く
め
る
さ
か
っ
き
の
員

頼
景
六

貞
昌
二

家
久
九
句

紹
嘉

重
長
八

潟
善
六

理

心

六

貞

守

六

「
御
譜
年
間
不
知
、
一
巻
中
ニ
同
文
ア
リ
テ
此
年
月
日
ヲ
記
セ
リ
」

「
元
和
十
年
二
月
十
二
日
」

1838 

「
御
文
庫
拾
七
番
箱
廿
一
巻
中
L

「
家
久
公
御
譜
中
ニ
在
リ
」

己
上

中
宮
様

頼
景

重
長

804 

理
d心

信
用
善

家
久貞

守
重
長

頼
主邑
足、

家
久重

長

皇
子
様
御
誕
生
之
御
祝
義
潟
可
被
仰
上
、
御
使
者
井
御

進
物
御
目
録
之
通
、
達

上
聞
候
慮
一
一
、
御
機
嫌
被
思
食
権
大
納



言
般

8
御
文
被
矯
蒙
候
、
然
者
自
分
へ
御
小
袖
弐
ツ
之
内
、
綾
嶋

裏
浅
黄
・
喫
斗
目
裡
黄
・
銀
子
拾
枚
被
掛
御
意
候
、
悉
奉
存
候
、

何
も
御
出
京
之
節
御
礼
可
申
上
候
条
、
不
能
詳
候
、
恐
慢
謹
言
、

「
朱
カ
キ
」
封

「
寛
永
元
年
」

正
月
廿
四
日

(
貞
昌
〉

伊
勢
兵
部
少
輔
殴

大
橋
越
後
守親

勝
(
花
押
)

1839 

上過猶
、分ミ

至潟
極御
奉祝
存儀

時私
此亨
雪伺
遍ま
茶室
詩書
可懇

話室
上帆
倍懸
ぺ御

以翼

皇
子
御
誕
生
之
潟
御
祝
儀
、
以
御
使
者
被
仰
上
候
、
如
御
目
録
之

則
権
大
納
言
股
披
露
被
申
候
処
ニ
、
悦
被
思
食
旨
被
仰
出
候
、
尚

御
使
者
可
局
演
説
候
、
恐
憧
謹
言
、

正
月
廿
四
日

天
野
豊
前
守長

信
(
花
押
)

伊
勢
兵
部
殿

「
此
一
通
御
譜
中
油
田
テ
ナ
シ
」

1840 

「
古
御
文
書
廿
七
巻
中
」
「
家
久
公
御
譜
中
ユ
在
リ
」

以
上

巻77

太
子
様
被
矯
成
御
誕
生
候
儀
-
一
付
、
尊
書
之
旨
則
八
条
様
御
前
江

按
露
申
上
候
之
処
、
御
懇
-
一
被
仰
上
侯
段
、
御
満
足
被
思
召
候
、

如
仰
公
私
之
御
悦
無
極
候
、
次
ニ
去
年
長
ミ
御
在
洛
之
内
、
切
ミ

被
潟
成
御
見
参
、
是
又
御
満
足
被
思
召
候
由
御
意
候
、
恐
憧
謹
言
、

「
朱
カ
キ
」

「
寛
永
元
年
」

正
月
廿
九
日

(
家
久
)

松
平
薩
摩
守
様
参尊

報

生
鳴
宮
内
少
輔

季
盛
(
花
押
)

制
寸
・
古
御
文
書
廿
七
巻
中
L

寸
家
久
公
御
議
中
ニ
在
り
」

極
月
十
二
日
之
尊
札
謹
而
致
拝
見
候
、
其
刻
江
戸
へ
罷
下
侯
ニ
付

而
御
報
遅
引
、
背
本
意
奉
存
候
、
然
者
女
御
様
姫
宮
様
御
誕

生
被
成
候
御
祝
儀
、
被
仰
上
候
旨
、
御
尤
御
坐
候
、
折
節
不
罷
居

御
使
者
比
志
嶋
殿
へ
も
不
申
達
、
意
外
存
候
、
将
亦
嘗
城
御
普
請

之
様
子
被
聞
召
度
由
被
仰
下
候
、
宗
奉
存
候
、
一
段
首
尾
能
相
調

申
候
問
、
御
心
易
可
被
思
召
候
、
就
中
松
之
御
材
木
井
兵
根
津
山

-
一
被
贈
下
候
、
寒
被
思
召
付
過
分
至
極
御
坐
候
、
毎
度
御
懇
慮
之

儀
、
御
礼
難
得
申
上
候
、
諸
事
自
是
可
奉
得
尊
意
候
条
、
不
能
具

候
、
恐
憧
謹
言
、

「
朱
カ
キ
」

「
寛
永
元
年
」

二
月
十
二
日

薩
摩
守
様

尊
報

松
平
越
中
守
(
綱
)

定
信
(
花
押
)

805 



1842 

寸
家
久
公
御
譜
中
」

「
正
文
在
石
神
十
郎
兵
衛
」

元
和
十
年
二
月
十
二
日

第
二

賦
何
船
連
歌

か
ほ
り
く
る
花
に
釣
簾
ま
く
朝
戸
哉

雨
は
れ
わ
た
り
ほ
の
霞
む
や
ま

長
閑
な
る
月
に
一
つ
ら
腐
お
ち
て

舟
さ
し
と
む
る
汀
は
る
け
し

あ
し
原
や
ミ
ち
て
も
し
ほ
の
あ
さ
か
ら
ん

風
に
岩
こ
す
波
の
た
ひ
/
¥

か
り
枕
明
す
く
る
ま
で
ま
と
ろ
ま
で

い
つ
か
婦
ら
ん
と
を
き
都
路

関
や
ま
や
行
す
き
か
て
の
や
す
ら
ひ
に

猶
き
か
ま
ほ
し
は
つ
郭
公

卯
花
ハ
い
ま
を
さ
か
り
の
陰
に
し
て

月
を
ょ
す
る
や
し
ら
川
の
波

涼
し
さ
の
風
よ
り
秋
や
立
ぬ
ら
ん

うV所

~ ¥ 
けに
るむ
垣し
ほの
のな
薄く
うこ
ちゑ
な
ひ
き

と
ひ
て
そ
の
名
を
き
か
ん
ふ
る
里

ゆ
か
り
と
は
お
も
ひ
合
す
る
袖
な
ら
し

、
る
め
に
う
か
ふ
涙
あ
や
し
も

玉
章
に
う
ら
ミ
の
筋
を
書
添
て

あ
た
し
っ
か
ひ
ハ
た
の
ミ
か
た
し
ゃ

久
賀

な
れ
も
た
L

い
と
け
な
き
こ
そ
哀
な
れ

其
阿

ひ
ゐ
な
あ
そ
ひ
に
あ
か
ぬ
と
も
な
ひ

玄
輿

っ
き
/
¥
に
か
た
る
こ
と
葉
の
は
て
も
や
ハ

重
長

み
し
ハ
え
な
ら
ぬ
を
し
ま
松
嶋

園
隆

宰
相家

久

あ
け
ほ
の
与
波
や
震
に
し
ら
む
ら
ん

氷
と
け
行
水
上
の
や
ま

宗
可

う
ら
与
に
も
う
つ
る
ひ
か
り
の
さ
や
か
に
て

久
ヌじ

ま
き
つ
お
ろ
し
つ
な
る
L
玉
た
れ

紹
嘉

た
ひ
/
¥
に
く
む
や
小
か
め
の
酒
な
ら
し

重
位

う
た
ひ
い
て
つ
与
さ
ひ
し
け
も
な
し

フじ
綱

お
さ
ま
れ
る
世
の
行
す
ゑ
ハ
ま
き
れ
め
や

日
説

あ
か
め
て
あ
ふ
く
神
の
ミ
や
し
ろ

喜
庵

ミ
と
り
子
の
生
た
つ
程
を
待
/
¥
て

久
賀

古
巣
な
か
ら
に
鶴
そ
こ
ゑ
す
る

共
阿

寒
わ
た
る
影
や
霜
夜
の
月
な
ら
ん

玄
輿

重
長

806 

園
隆

宰
相家

久宗
可

久
フじ

紹
嘉

重
位

フじ
綱

日
説

喜
庵

久
賀

紹
嘉

玄
輿

宰
相家

久宗
可

其
阿

日
説

重
長

フロ
綱



あ
ら
し
は
け
し
き
か
け
は
し
の
う
へ

雲
ハ
た
L
た
え
/
¥
に
し
も
引
わ
か
れ

軒
の
あ
ふ
ち
そ
さ
か
り
す
き
ぬ
る

い
か
に
せ
ん
よ
ハ
ひ
の
す
ゑ
の
殴
衛
人

時
を
か
そ
へ
て
夜
こ
そ
ね
ら
れ
ね

と
も
し
火
を
か
L
け
て
む
か
ふ
ミ
た
れ
碁
に

お
も
ひ
か
け
つ

L
わ
た
る
中
河

見
そ
め
ぬ
る
喫
り
の
末
ハ
お
ほ
っ
か
な

く
も
り
か
ち
な
る
暮
の
ミ
か
月

さ
を
鹿
の
こ
ゑ
ハ
さ
た
か
に
聞
え
き
て

秋
の
野
も
せ
の
袖
の
や
す
ら
ひ

む
ら
雲
に
ふ
り
く
る
雨
や
し
る
か
ら
ん

や
ま
水
し
ろ
く
な
か
れ
出
け
り

風
お
ち
て
木
す
ゑ
を
さ
そ
ふ
花
の
雪

さ
へ
つ
り
か
ハ
す
千
鳥
も
も
ふ
と
り

さ
し
わ
た
る
朝
日
の
影
の
あ
た
与
か
に

も
れ
ぬ
め
く
ミ
を
お
も
ふ
す
へ
ら
き

か
く
れ
す
む
身
に
さ
へ
な
を
き
世
を
待
て

、
か
く
に
玉
の
ひ
か
り
こ
そ
あ
れ

巻77

月
の
こ
ろ
見
は
や
小
草
の
露
の
色

園
陸

ほ
の
め
き
出
る
松
む
し
の
こ
ゑ

喜
庵

を
く
ら
か
す
友
を
し
忍
ふ
秋
の
野
に

重
位

あ
と
に
さ
き
に
と
う
ち
つ
る
L
袖

紹
嘉

折
な
り
と
い
そ
く
八
幡
の
神
ま
う
て

日
説

す
ゑ
の
さ
か
へ
を
お
も
ふ
家
/
¥

玄
輿

棲
戸
の
陰
に
な
を
は
た
う
っ
し
き
て

一克綱

宰
相家

久

色
も
え
な
ら
ぬ
藤
の
一
も
と

し
っ
か
に
て
た
ひ
/
¥
春
の
あ
ま
そ
L
き

宗
可

か
す
み
の
ま
か
き
ひ
ま
あ
ら
ハ
な
り

久
フE

を
と
し
つ

L
風
や
折
/
¥
過
ぬ
ら
ん

久
賀

よ
り
く
る
波
の
た
え
ぬ
磯
き
ハ

其
阿

あ
ま
の
子
の
ひ
ろ
い
ミ
る
/
¥
袖
ふ
れ
て

重
長

宰
相家

久

ち
い
さ
き
舟
そ
引
す
て
与
を
く

馬
屋
よ
り
い
は
ひ
出
て
や
い
に
け
ら
し

喜
庵

間
り
の
野
へ
の
草
青
ミ
ぬ
る

宗
可

雨
に
し
も
あ
さ
け
の
露
の
置
そ
ひ
て

ヌじ
綱

幾
重
か
ふ
か
き
霧
わ
た
る
空

ほ
の
か
な
る
月
は
雲
ゐ
に
か
く
る
ひ
ぬ

日
説

其
阿

嶺
こ
へ
つ
与
も
過
る
腐
か
ね

重
位

陰
高
き
や
ま
の
あ
な
た
や
里
な
ら
ん

玄
輿

紹
嘉

久
フじ

喜
庵

宰
相家

久フじ
綱

玄
輿

久
賀

紹
嘉

重
長

宗
可

紹
嘉

重
位

玄
与

日
説

宰
相家

久フじ
綱

久
フじ

久
賀

807 

重
位



、
ち
つ
か
れ
こ
し
ゃ
と
り
か
ら
は
や

ち
れ
は
さ
く
花
よ
り
は
な
に
め
で
あ
か
て

な
か
き
ひ
め
も
す
よ
め
る
こ
と
の
葉

鷺
の
な
く
土
日
は
近
く
馴
て
き
ぬ

や
ふ
し
か
く
れ
に
栖
ひ
す
る
比

分
か
た
く
と
つ
る
や
道
の
八
重
葎

お
も
ハ
す
秋
の
ま
た
き
た
つ
空

誰
か
し
る
ひ
と
り
見
ハ
う
き
月
の
色

露
の
ま
を
し
き
衣

f
t、
の
あ
と

身
に
し
め
て
お
も
ふ
涙
ハ
こ
ほ
れ
そ
ひ

く
り
か
へ
し
つ
与
し
の
ふ
い
に
し
へ

四
の
緒
を
た
っ
さ
へ
出
て
ひ
き
な
ら
し

そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
村
雨
の
を
と

ふ
き
か
ゆ
る
茅
屋
の
軒
の
板
ひ
さ
し

す
き
ま
も
れ
入
風
さ
む
け
な
り

う
つ
ミ
火
ハ
更
る
よ
り
な
を
よ
り
そ
ひ
て

を
と
ろ
へ
ぬ
れ
ハ
か
L
る
つ
ら
杖

幾
度
か
し
ミ
さ
す
さ
う
し
ひ
ら
き
置

親
の
ゆ
く
ゑ
を
し
た
ひ
こ
そ
す
れ

は
る
/
¥
と
し
の
き
入
ぬ
る
嵯
峨
の
山

宰
相家

久日
説

其
阿

紹玄
嘉輿

フロ
綱

家事
久重

位
重
長

久
賀

宗
可

玄
与

其
阿

紹
嘉

日
説

宰
相家

久玄
輿

其
阿

紹
嘉

一万綱

跡
さ
き
に
し
も
爪
木
と
る
袖

里
人
の
さ
そ
ひ
出
ぬ
る
こ
ゑ
す
な
り

さ
か
り
し
ら
れ
て
を
も
き
花
の
枝

な
ひ
き
つ
L
ね
は
ふ
や
露
の
い
と
柳

春
を
こ
の
め
る
色
ハ
ま
き
れ
す

久
賀
八

紹
嘉
十

其
阿
八

元
綱
九

宰
相家

久
十
一
旬

重
長
六

日
説
九

喜
庵
六

1843 

「
家
久
公
御
譜
中
」

「
正
文
在
石
神
十
郎
兵
衛
」

元
和
十
年
二
月
十
二
日

第

花V
ち賦
り何
て人
波連
に歌

も
れ
る
汀
カミ

な

あ
さ
風
な
ひ
く
岸
の
青
柳

蝶
鳥
の
は
ふ
き
出
つ
与
野
を
か
け
て

外
面
に
う
つ
る
日
ハ
さ
や
か
な
り

山
遠
ミ
ゆ
ふ
へ
の
月
や
ま
た
る
ら
ん

ま
さ
り
も
て
行
秋
の
す
与
し
さ

宰
相家

久喜
庵

808 

玄
輿

久
賀

日
説

重
位
七

玄
輿
十

園
隆
三

宗
可
七

久
元
五
』

久
フじ

元
綱

宰
相家

久紹
嘉

玄
輿

重
位



軒
ち
か
き
竹
の
そ
よ
き
に
露
落
て

と
こ
ろ

f
kに
の
こ
る
あ
さ
か
ほ

造
に
も
わ
く
る
冬
野
の
袖
な
ら
し

鐘
ひ
L
き
く
る
道
の
す
ゑ
/
¥

奥
ふ
か
ミ
片
山
も
と
の
寺
有
て

い
や
た
か
く
し
も
た
て
る
杉
む
ら

露
ふ
る
与
苔
の
雫
に
夏
も
な
し

し
は
し
や
す
ら
ふ
川
橋
の
う
へ

っ
か
る
れ
ハ
水
か
ふ
駒
を
引
と
め
て

見
る
/
¥
空
は
暮
は
て
に
け
り

雲
ま
よ
り
洩
い
て
に
た
る
月
の
影

す
こ
し
し
く
れ
の
ま
し
る
秋
か
せ

散
し
け
る
ま
与
に
木
の
葉
の
色
ハ
お
し

た
か
わ
け
か
へ
る
山
の
し
た
み
ち

き
く
に
猶
聾
も
わ
ひ
し
き
猿
鳴
て

岩
ほ
っ
た
ひ
は
霜
そ
か
さ
な
る

組
/
，
¥
に
な
り
に
け
ら
し
な
う
す
氷

か
へ
し
そ
め
た
る
小
田
の
か
た
ハ
ら

と
ふ
腐
は
震
の
内
に
遠
さ
か
り

巻77

い
っ
こ
さ
く
ら
の
花
の
嶺
こ
え

喜
庵

た
と
り
ぬ
る
道
の
か
た
へ
の
暮
初
て

園
陸

ま
な
ひ
の
こ
せ
る
と
も
し
火
の
も
と

久
賀

さ
し
む
か
ひ
古
き
さ
う
し
を
巻
か
へ
し

重
長

身
を
し
る
雨
に
袖
は
ぬ
れ
つ

L

其
阿

難
面
に
お
も
ひ
か
け
し
ハ
あ
ち
き
な
や

宗
可

せ
め
て
ハ
よ
そ
の
か
へ
さ
に
も
と
へ

日
説

兼
言
も
あ
た
し
契
り
ハ
い
か
に
せ
ん

久
フじ

友
に
を
く
る
L
あ
ら
ま
し
の
山

元
綱

宰
相家

久

暮
ぬ
れ
と
月
に
ま
よ
ハ
ぬ
道
な
ら
し

つ
ま
を
男
鹿
の
あ
と
し
た
ふ
聾

紹
嘉

野
建
ハ
今
む
ら
/
¥
に
し
も
萩
咲
て

枯
生
の
す
L
き
な
ひ
き
あ
ふ
か
け

玄
輿

重
位

誰
か
又
し
は
し
ハ
住
も
は
て
つ
ら
ん

喜
庵

う
っ
す
ミ
や
こ
の
跡
ハ
さ
ひ
し
も

園
隆

も
と
め
よ
る
な
に
は
堀
江
の
と
ま
り
船

久
賀

ゆ
ふ
へ
を
つ
く
る
鐘
か
す
か
な
り

重
長

か
な
ら
ず
と
ち
き
り
置
し
を
忘
る
な
よ

其
阿

あ
く
へ
き
こ
ろ
の
見
ゆ
る
く
ろ
髪

宗
可

例
な
ら
ず
程
ふ
る
に
身
は
お
と
ろ
へ
て

日
説

も
の
L
け
し
き
ハ
は
な
れ
か
た
し
ゃ

清
昌

元
綱

久
フじ

重
位

玄
輿

重
長

宰
相家

久宗
可

久
賀

喜
庵

其
阿

紹
嘉

日
説

宰
相家

久重
位

玄
輿

宗
可

重
長

ヌじ
綱

809 

紹
嘉



お
こ
な
ひ
も
を
こ
た
る
や
た
L
あ
さ
か
ら
め

く
み
す
で
に
た
る
陰
の
山
の
井

さ
か
り
な
る
花
は
月
に
し
色
そ
ひ
て

ま
し
ハ
り
つ
与
も
春
の
と
も
な
ひ

長
閑
な
る
市
の
か
り
屋
の
袖
お
ほ
ミ

す
め
は
す
ま
る
L

か
く
れ
か
の
内

あ
た
し
と
て
命
を
思
ひ
く
た
す
な
よ

す
L

ふ
ろ
に
た
と
る
さ
よ
の
中
山

甲
斐
か
根
や
か
さ
な
る
雲
の
底
な
ら
ん

か
き
み
た
れ
つ

L

ふ
れ
る
白
雪

道
ハ
た
L

い
さ
め
る
馬
に
ま
か
せ
来
て

水
ゆ
く
か
た
の
す
与
し
浅
浮

夏
の
日
も
は
や
暮
そ
む
る
比
な
ら
し

踊
る
木
こ
り
の
袖
い
そ
く
な
り

山
高
み
あ
ま
け
も
よ
ほ
す
雲
見
え
て

き
け
は
折
/
¥
鳩
の
う
ち
な
く

月
お
つ
る
竹
の
林
の
奥
ち
か
み

ひ
ら
け
は
窓
に
露
の
朝
風

色
う
す
き
霧
も
雫
や
こ
ほ
す
ら
ん

異
木
た
つ
陰
は
秋
を
よ
そ
な
る

家高
久

越
行
に
末
な
を
遠
し
泊
瀬
山

日
説

お
も
ふ
え
に
し
を
い
の
り
こ
そ
せ
め

其
阿

に
け
な
き
も
深
き
す
く
せ
の
契
り
な
れ

久
一
冗

宰
相家

久

み
と
り
の
袖
も
か
き
り
こ
そ
あ
れ

し
の
へ
た
与
さ
ら
で
も
い
と
ふ
身
の
向
後

主呈

庵

む
つ
ま
し
か
ら
ぬ
ゆ
か
り
な
り
け
り

重
位

香
を
さ
そ
ふ
あ
と
ハ
あ
ら
し
の
花
も
お
し

宗
可

比
良
の
根
か
け
て
霞
む
海
つ
ら

玄
阻
(

遠
近
の
波
う
ら
L

に
も
船
出
し
て

フじ
綱

旅
た
つ
袖
そ
し
は
し
見
送
る

紹
嘉

よ
ひ

f
t、
に
馴
ぬ
る
月
や
友
な
ら
ん

H 
説

ろ
ふ
の
上
に
ハ
あ
っ
さ
の
こ
ら
す

其
阿

秋
風
に
横
さ
ま
雨
の
降
と
を
り

久
賀

露
お
も
け
に
も
な
ひ
く
草
/
¥

国
隆

分
わ
く
る
野
原
ハ
道
の
遠
か
ら
し

会;
輿

た
L

一
す
ち
の
水
の
ゆ
く
す
ゑ

宰
家相
久 重

長

法
師
の
外
に
ハ
何
を
も
と
め
ま
し

さ
め
て
の
こ
ら
ぬ
夢
の
あ
け
ほ
の

紹
嘉

あ
ふ
か
ひ
も
た
与
な
つ
の
夜
は
は
か
な
し
ゃ

重
位

こ
と
は
も
ら
し
も
あ
へ
ぬ
く
や
し
さ

玄
輿

其
阿

810 

日
説

喜
庵

宰
相家

久紹
嘉

フじ
綱

重
長

宗
可

玄
陥
(

宰
相家

久其
阿

清
昌

久
賀

久
フじ

紹
嘉

宰
家相
久 元

綱
重
位

日
説



さ
き
た
つ
ハ
こ
t

ふ
ろ
い
ら
れ
の
な
ミ
た
に
て

う
ち
そ
ふ
は
か
り
人
の
お
も
か
け

形
見
と
て
見
る
に
思
ひ
の
ま
す
鏡

庭
こ
の
ミ
ぬ
る
あ
と
の
池
水

え
な
ら
ぬ
や
松
の
木
の
ま
の
月
の
暮

か
つ
/
¥
ち
れ
る
っ
た
の
は
か
つ
ら

立
こ
む
る
霧
を
し
し
の
く
宇
津
の
山

わ
す
ら
れ
ぬ
こ
そ
都
な
り
け
れ

い
つ
ま
で
か
佑
て
住
居
の
身
ハ
悲
し

あ
は
れ
や
つ
れ
も
は
っ
る
衣
手

い
く
千
本
花
に
分
入
道
の
末

ぬ
る
と
も
よ
し
ゃ
梅
か
え
の
露

鴛
の
朝
ま
た
き
よ
り
音
に
鳴
て

四
方
に
春
日
の
し
っ
か
な
る
時

久
元
六

宰
相家

久
十
一
匂

重
長
六

元
綱
八

宗
可
七

紹
嘉
十

玄
輿
十

重
位
八

清
昌
二

久
賀
五

巻77

1844 

「
{
永
久
公
御
嘩
問
中
」

喜
庵

玄
輿

国
隆

紹
嘉

/D 

可
久
賀

重
長

其;
阿

日
説

a十

家村l

久元
綱

重
位

久
フじ

玄
輿
A
日

其
阿
八日

説
八

喜
庵
六

園
隆
五

松
平
薩
摩
守
相
公
家
久
卿
依
所
望
、

写
之
候
也
、

元
和
十
暦二

月
廿
一
日

1845 

「
家
久
公
御
諮
中
L

「
正
文
在
伊
地
知
戴
之
諸
問
」

元
和
十
年
二
月
廿
二
日

賦
何
木
連
歌

さ
き
に
ほ
ふ
梅
や
神
か
き
千
代
の
春

朝V松
日の
影あ
つら
もし
りの
つ長
も閑
り な
し る
雪庭
消
て

き
よ
き
な
か
れ
の
月
か
す
か
な
り

空
か
け
て
た
ち
ゆ
く
腐
の
こ
ゑ
遠

か
る
袖
つ

L
く
小
田
の
か
た
/
¥

山
仙
石
裏
楽
器
之
同
巴
之
学
令

四
辻
中
納
言季

継

'富
里

云宣
マ岐

佐」正
親

隣
府
伊宰

相重
種

紹
嘉

祐
辰

貞
守

尚
演

重
長

ち
り
/
ヘ
に
な
り
て
の
こ
れ
る
む
ら
す
L
き

喜
庵

置
霜
は
ら
ふ
や
ま
風
の
を
と

811 



い
つ
く
に
か
か
へ
て
や
と
り
を
も
と
め
ま
し

舟
つ
な
く
江
の
波
の
か
た
岸

な
ひ
き
あ
ふ
陰
の
呉
竹
校
た
れ
て

こ
ゑ
す
る
か
た
に
こ
烏
あ
つ
ま
る

い
つ
る
よ
り
ひ
か
り
さ
や
か
に
さ
し
わ
た
り

う
ち
そ
L
き
た
る
む
ら
雨
の
あ
と

露
ハ
た
ム
草
の
は
つ
か
に
む
す
ほ
ふ
れ

は
つ
秋
な
ら
し
み
き
り
す
与
し
き

、
か
月
の
か
け
ほ
の
め
か
す
池
の
な

ほ
た
る
を
か
せ
や
さ
そ
ひ
ゆ
く
ら
ん

タ
か
け
て
雲
い
る
や
ま
の
み
ち
ほ
そ
ミ

寺
あ
る
か
た
の
か
ね
か
す
む
こ
ゑ

松
杉
の
木
の
ま
さ
ひ
し
く
花
ち
り
で

春
の
ね
く
ら
に
か
ら
す
と
ひ
行

は
る
/
t、
と
障
る
市
路
の
な
か
き
日
に

え
く
る
ま
与
に
し
や
す
ら
へ
る
袖

い
ろ
/
'
¥
の
む
か
し
か
た
り
ハ
は
て
も
な
し

あ
や
に
く
に
な
と
明
る
み
し
か
夜

き
ぬ
/
¥
を
い
そ
く
こ

L
ろ
ハ
い
か
L
せ
ん

な
け
の
な
さ
け
ハ
馴
る
も
そ
う
き

宗
可

薩
摩宰

相

一
筆
に
お
も
ひ
の
程
を
書
あ
つ
め

か
た
ミ
の
あ
ふ
き
う
ち
を
か
ぬ
袖

重
種

旅
な
る
を
露
も
忘
れ
ぬ
ふ
る
さ
と
に

紹
嘉

今
朝
ま
て
月
を
な
か
め
こ
そ
す
れ

祐
辰

よ
む
歌
ハ
さ
ら
に
あ
か
な
き
友
に
し
て

貞
守

あ
か
し
の
な
ミ
に
う
か
ふ
つ
り
舟

尚
演

暗
た
ち
て
ゆ
く
も
し
ら
れ
ぬ
う
ら
千
鳥

重
長

ち
ハ
ら
か
す
ゑ
の
く
れ
わ
た
る
こ
ろ

喜
庵

枕
か
る
か
た
も
あ
ら
野
の
山
古
風

宗
可

薩
摩宰

相

都
の
空
そ
お
も
ひ
や
ら
る
L

な
み
た
こ
そ
身
の
う
き
時
の
よ
ず
か
な
れ

重
種

待
折
/
¥
を
つ
け
て
し
も
か
な

紹
嘉

た
の
ミ
を
く
中
の
つ
か
ひ
ハ
お
ほ
つ
か
な

祐
辰

す
く
な
る
よ
与
に
人
そ
ま
れ
な
る

貞
守

う
へ
て
す
む
竹
の
は
や
し
の
奥
ふ
か

尚
演

塁
の
け
ふ
り
の
た
え
や
ら
ぬ
こ
ろ

重
長

蚊
の
こ
ゑ
ハ
ゆ
ふ
へ
ゆ
ふ
へ
に
し
け
か
れ
や

喜
庵

親
に
そ
ひ
ね
ハ
さ
り
か
た
く
こ
そ

宗
可

薩
摩宰

相

こ
よ
ひ
し
も
か
た
ら
ひ
あ
か
す
月
の
も
と

な
さ
け
の
ほ
と
そ
あ
た
L
め
て
く
む

重
種

紹
嘉

812 

祐
辰

重
長

薩
摩宰

相貞
守

尚
演

宗
可

紹
嘉

重
種

喜
庵

祐
辰

貞
守

薩
摩宰

相紹
嘉

尚
演

宗
可

重
長

重
種

喜
庵



色
あ
せ
ぬ
花
に
も
み
ち
に
ま
と
ゐ
し
て

そ
と
も
に
つ

L
く
や
ま
の
遠
こ
ち

し
は
し
た
ム
ひ
ら
く
朝
戸
の
前
わ
た
り

し
の
ひ
て
さ
そ
ひ
い
つ
る
河
舟

う
き
草
に
な
か
る
L
あ
と
ハ
水
す
ミ
て

麹
あ
ま
た
に
見
ゆ
る
む
ら
鷺

ひ
き
残
す
雲
の
ゆ
く
ゑ
ハ
一
か
た
に

峯
と
を
く
し
も
つ

L
く
か
け
は
し

は
つ
霜
ハ
き
ゆ
る
か
う
へ
に
ふ
り
そ
ひ
て

い
と
ひ
わ
ひ
た
る
床
の
さ
む
し
ろ

枕
は
た
う
か
ふ
は
か
り
の
わ
か
涙

ふ
た
り
あ
か
さ
は
夜
な
か
L
ら
し
な

秋
ハ
な
を
も
の
あ
は
れ
な
る
旅
に
し
て

朝
ふ
ミ
わ
く
る
露
の
あ
た
し
ミ

け
ふ
も
は
や
月
出
る
時
に
う
つ
り
き
ぬ

は
し
ゐ
に
な
る
L
袖
の
す
与
し
さ

タ
た
ち
の
過
ゆ
く
あ
と
ハ
し
っ
か
に
て

こ
き
は
な
れ
ぬ
る
波
の
と
も
舟

風
や
た
t
A

こ
t

ふ
ろ
の
ま
与
に
吹
ぬ
ら
ん

巻77

木
の
は
ち
り
敷
や
ま
の
か
た
ハ
ら

宰童
相

苔
に
し
も
ま
し
る
こ
草
の
か
け
し
け

宗
可

あ
る
L

田
面
の
す
ゑ
の
岩
か
き

祐
辰

さ
し
残
る
夕
日
な
か
ら
も
う
す
か
れ
や

紹
嘉

と
こ
ろ
/
¥
に
見
ゆ
る
河
き
り

喜
庵

く
た
し
ゅ
く
い
か
た
の
舶
に
あ
き
の
風

貞
守

さ
と
ハ
大
井
の
た
く
火
す
さ
ま
し

重
長

月
落
て
か
へ
る
嵯
峨
野
の
み
ち
途

重
種

な
き
こ
そ
っ

L
け
虫
の
こ
ゑ
/
¥

尚
演

薩
摩宰

相

一
木
二
木
さ
き
そ
ひ
に
た
る
花
の
い
ろ

ふ
り
ぬ
る
あ
と
も
春
ハ
と
ひ
け
り

宗
可

た
と
り
ゆ
く
か
た
や
震
の
ふ
か
L
ら
し

喜
庵

つ
ま
こ
ふ
き
与
す
し
け
き
は
ね
を
と

紹
嘉

薩
摩宰

相

は
け
し
く
も
須
「
の
う
ら
風
ふ
き
送
り

つ
く
ろ
ひ
か
ぬ
る
か
く
れ
か
の
庵

言

す
っ
る
身
も
あ
ま
り
に
な
れ
ハ
い
か
L
せ
ん

宗
可

さ
や
け
き
月
に
か
も
ふ
る
う
き
雲

重
長

露
は
か
り
外
山
や
し
く
れ
そ
め
ぬ
ら
し

尚
演

い
ろ
も
ひ
と
し
ほ
あ
き
の
く
さ
む
ら

重
種

ぬ
き
か
け
し
ぬ
し
誰
な
ら
ん
藤
は
か
ま

祐
辰

の
ち
の
あ
し
た
の
お
も
ひ
か
な
し
も

宰童
相紹

嘉
喜
庵

宗
可

貞
守

重
種

尚
演

薩
摩宰

相重
種

喜
庵

祐
辰

紹
嘉

宗
可

重
長

薩
摩宰

相貞
守

喜
庵

重
種

紹
嘉

813 

尚
演



つ
れ
な
き
に
中
/
¥
こ
L

ろ
つ
く
さ
ま
し

ひ
め
を
く
の
り
ハ
っ
た
へ
か
た
し
ゃ

引
駒
ハ
く
ち
の
ま
に
/
¥
し
た
か
ひ
て

送
り
む
か
へ
る
あ
ふ
坂
の
関

幾
度
も
か
さ
ね
か
さ
ぬ
る
さ
か
っ
き
に

と
し
ミ
っ
す
ゑ
を
い
わ
ふ
け
ふ
の
か

総
竹
の
し
ら
へ
ハ
さ
ら
に
た
与
な
ら
て

す
の
も
と
ち
か
く
か
こ
ち
よ
る
人

な
そ
へ
な
く
め
く
ミ
あ
る
よ
の
ま
つ
り
こ
と

民
も
ゆ
た
か
に
す
ミ
そ
な
ら
へ
る

ま
は
ら
な
る
か
り
ほ
ハ
花
に
か
こ
ハ
せ
て

b鑑さ
宰哩突か

相へ
十さ
四か
句ふ

る
お、
け
(}) 

ふラ

ち
7J' 
枝

重
種
十
三

可
十

重
商

貞
守
九

祐
辰
九

嘉
庵
十
一

1846 

「
家
久
公
御
譜
中
」

一
克
和
十
年
二
月
晦
日
、

今
上
皇
帝
改
年
強
潟
寛
永
元
年
失
、

薩
摩宰

相
にと，

刀可

可
紹
嘉

重
長

重
種

喜
庵

尚
演

紹
嘉

薩
摩宰

相祐
辰

重
長

貞
守

紹
嘉
十

尚
演
十

重
長
九

A 

1847 

「
家
久
公
御
譜
中
」

寸
正
文
在
琉
球
園
司
文
庫
L

畳

一
上
布
之
事
、

一
下
布
之
事
、

一
舟
綱
之
事
、
伊
赤
綱
・
黒
綱

一
様
侶
皮
之
事
、

一
牛
皮
之
事
、

一
菜
種
子
油
之
事
、

一
久
米
綿
之
事
、

一
黒
木
之
事
、

814 

右
物
数
他
園
ニ
曾
出
間
敷
候
、
若
相
背
輩
於
有
之
者
、
科
物
可

-
一
五
和
十
年
子
一
一
一
月
十
七
日

被
棺
懸
候
、
此
旨
堅
可
被
仰
渡
者
也
、
何
如
件
、

琉
球

三
司
官

伊
勢
兵
部
少
輔
(
花
押
)

三
原
備
中
守
(
花
押
)

喜
入
捕
津
守
(
花
押
)

下
野
守
(
花
押
)



1848 

「
家
久
公
御
譜
中
」

寸
正
文
在
琉
球
閥
司
文
庫
L

猶
ミ
銀
子
二
十
枚
・
中
紙
千
帖
進
覧
之
、
腕
補
慶
儀
計
候
、

以
上
、

嘗
春
之
馬
祝
調
、
早
ミ
預
使
札
、
殊
太
平
布
百
端
・
焼
瀦
三
壷
、

公
方
様
以
御
詑
致
在
国
之
条
、
節

欣
然
芳
染
之
至
也
、
抑
富
年

ミ
可
申
通
者
也
、
猶
相
達
口
上
不
詳
候
、
恐
健
不
宜
、

一
一
一
月
十
八
日

宰
相
家
久
(
花
押
)

進
献

中
山
王

1849 

「
家
久
公
御
籍
中
L

「
正
文
在
琉
球
図
司
L

使
具
志
川
按
司
被
祝
嘗
年
之
躍
詞
、
称
重
多
幸
、
於
日
本

大
将

軍
之
仁
行
猶
日
ミ
篤
、
可
謂
昨
晩
之
治
者
乎
、
是
被
諸
侯
懐
恵
、

親
子
夫
婦
皆
以
遷
居
関
東
之
新
都
失
、
予
亦
蕗
今
幼
子
愚
婦
侍
与

欲
赴
於
新
都
、
圏
中
之
大
儀
不
可
勝
計
、
請
察
知
之
、
次
貴
園
方

物
所
録
子
別
措
具
相
達
会
、
至
於
遠
堺
厚
志
還
痛
情
耳
、
猶
譲
於

「具
つ書志
菜尋 JII
f墾
」 百l

四演
月説
十
一而
日令

看
略
者
也

恐
f皇
不
宣

宰
相
家
久

巻77

進
献
中
山
王

『
児
玉
氏
譜
中
』

寛
永
元
年
甲
子
五
月
八
日
、
公
臨
於
市
来
伴
右
衛
門
惟
清
宅
、

乃
輿
従
臣
賦
連
歌
、
利
昌
亦
陪
鑑
篤
六
句
語
、

1851 

寛gi
永富玉

ZE輯譲
二平 定員
子賞本

五桜坂
月草次
八
日

法
楽

惟
宗
家
尚

薩
州
様
御
三
殿
御
成
之
時
』

寛
永
元
年
五
月
八
日

賦
何
船
連
歌

待
月
の
か
け
や
長
夜
の
夏
の
空

は
つ
こ
ゑ
い
そ
け
山
ほ
と
L
き
す

雨
の
こ
る
尾
上
の
雲
に
こ
す
巻
て

み
と
り
そ
ひ
ゆ
く
軒
の
青
柳

く
れ
竹
の
そ
よ
き
い
て
た
る
春
の
風

か
へ
す
田
面
に
つ

L
く
一
む
ら

せ
き
わ
く
る
寛
の
水
の
す
ゑ
/
¥
‘
に

幾
す
ち
な
ら
し
わ
た
る
柴
は
し

は
る

f
i里
の
お
く
に
も
里
み
え
て

つ
ま
木
の
け
ふ
り
た
ち
の
ほ
る
暮

『
家
久
公
』

宰
相

『
市
来
伴
右
衛
門
』惟

清

『
阿
蘇
黒
鷲
』

玄
与

『
嶋
津
下
野
守
』

久一万

『
一
一
一
原
飛
強
守
』

重
長

『
山
田
氏
部
少
輔
』有

栄

『
児
玉
筑
後
守
』

利
昌

宰
相惟

清

815 

玄
与



入
相
の
鐘
や
か
す
か
に
ひ
L
く
ら
ん

や
と
り
も
と
め
て
み
ち
い
そ
く
也

乗
こ
ま
も
つ
か
る
L
ま
E
A

に
む
ち
う
ち
て

ま
つ
り
の
に
は
も
時
そ
す
き
ぬ
る

な
さ
け
た
L
あ
ま
り
な
る
ま
て
汲
か
は
し

ま
れ
に
問
来
て
さ
し
む
か
ふ
中

た
の
む
こ
そ
あ
さ
か
ら
さ
り
し
っ
か
ひ
な
れ

か
き
お
く
り
ぬ
る
文
の
こ
ま
か
さ

ひ
と
り
た
L
お
ほ
ろ
月
に
も
詠
し
て

琴
の
し
ら
へ
も
長
閑
な
る
袖

木
/
¥
ハ
み
な
咲
そ
ろ
ひ
た
る
花
の
庭

あ
さ
け
し
っ
か
に
小
蝶
と
ふ
な
り

久
フじ

は
ら
ひ
え
ぬ
雪
の
ず
か
笠
い
か
L
せ
ん

重
長

か
よ
ふ
も
は
か
な
た
ま
ほ
こ
の
す
ゑ

有
栄

た
L
く
に
も
あ
け
ぬ
戸
ほ
そ
は
う
き
心

利
昌

人
た
か
へ
と
は
ゑ
や
ハ
い
は
ま
し

宰
相

た
の
め
を
く
そ
の
か
ね
こ
と
ハ
わ
す
ら
れ
て

惟
清

ひ
ろ
き
お
し
へ
の
法
の
し
な
/
¥

玄
与

ゆ
く
か
た
ハ
ほ
し
を
し
る
へ
の
奥
津
舟

久
一
万

浪
の
う
へ
よ
り
明
は
つ
る
雲

重
長

み
る
/
¥
も
山
の
は
遠
き
臆
の
こ
ゑ

有
栄

『
鎌
田
掠
八
』

政
喬

秋
た
つ
か
せ
の
わ
た
る
折
/
¥

露
な
か
ら
竹
の
は
い
り
の
小
屋
の
内

宰
相

梅
ち
り
つ
く
し
咲
春
の
花

か
き
こ
む
る
外
面
の
山
や
か
す
む
ら
ん

下
に
は
の
こ
る
露
の
さ
L

ハ
ら

ふ
る
も
た
L
秋
の
時
雨
の
一
と
を
り

さ

し

う

つ

る

野

へ

よ

り

の

遣

の

日

の

ひ

か

り

利

昌

『
比
志
嶋
宮
内
少
輔
』

園
隆

か
た
へ
に
う
つ
る
日
ハ
う
ら
与
な
り

吹
た
つ
か
せ
の
音
そ
身
に
し
む

暮
よ
り
澄
の
ほ
る
月
の
影
高
み

雲
ハ
か
た
よ
る
聞
こ
え
の
松

よ
ち
の
ほ
る
岩
尾
の
苔
路
木
停
に

は
こ
ふ
ま
柴
の
袖
の
く
る
し
さ

惟
清

宰
相
七
句

『
宰
相
玉
二

市
来
伴
右
衛
門
殿

惟
清
玉

阿
蘇
殿玄

与
玉
一

嶋
津
下
野
守
殻

久
元
玉
一

三
原
飛
彊
守
殿

重
長
玉
一

山
田
民
部
少
輔
殿

有
楽
玉

玄
与

惟
清
五

久
フロ

玄
与
六

重
長

久
元
六

宰
相

重
長
六

利
昌

有
栄
四

園
隆

久
JG 

816 

玄
与

重
長

矛O
Eヨ
巨ヨ

宰
相園

隆
玄
与

宰
相有

栄
重
長

惟
清

利
Eヨ
Eヨ

久
フ巳

七
句

五
占

ノ、ーノ、_._ 
ノ、四



巻77

利
昌
六

見
主
筑
後
守
殿

利
目
目
玉
一
六

比
士
山
嶋
宮
内
少
輔
殿

園

隆

三

三

鎌
田
源
凡
殿

政
喬
一

園
隆
三

政
喬

L園

『
中
納
言
様
被
遊
御
成
伴
右
衛
門
屋
敷
ニ
而
御
連
衆
-
一
而
候
、

又
三
郎
様

又
十
郎
様
も
御
若
輩
之
時
分
御
同
心
被
成
候
、
永

ミ
呑
奉
存
候
、
執
筆
ハ
鎌
田
源
八
殿
-
一
て
候
、
子
孫
-
一
も
此
懐

紙
秘
蔵
可
仕
者
也
、

寛
永
元
年
子
五
月
八
日

「
此
連
歌
、
家
久
公
御
譜
中
ニ
在
リ
」

「
本
-
一
者
家
尚
と
ハ
家
久
様
-
一
遠
慮
也
」

市
来
伴
右
衛
門
惟
清
』

「
正
文
在
市
来
平
左
衛
門
ト
ア
リ
L

1852 

『
御
献
立

時
特
し
汁

ふ
な

い
り
さ
け

こ
り
も
ミ

御
め
し

玉さ竹

員長手

鹿ト
汁E

~ 
Tこか
ヵ、 L

らの
し物
すも

ペコ
く
ひ
や

i't 

固
め

引あき
テゆす

た
て
す

き

す

小

鳥

鍋

に

て

}
E
r
こ
く
し
ひ
い
森

!
J
i
-
-
E

た
う
ふ

御
肴
せ
ん
し
川
ざ
こ

し
め
ち

し
ょ
し

石
か
い

う
ほ
の
子

御
菓
子
ふ
の
や
き

山
の
い
も

後
段さ

う
め
ん

御
さ
か
な
い
ろ
/
'
¥

御
三
殿
様
申
請
候
時
、
圏
分
十
右
衛
門
殿
・
相
良
玄
蕃
先
般
御

座
奉
行
、

寛
永
元
年
子
五
月
八
日

1853 

『
児
玉
筑
後
利
目
譜
中
』

市
来
伴
右
衛
門
尉
』

(
本
文
ハ
全
文
朱
書
ナ
リ
)

817 



寛
永
元
年
甲
子

O
利
昌
出
入
興
公
親
近
、
競
馬
愛
幸
、
忠
勤
稿

旨
無
所
顧
損
、
百
僚
皆
敬
利
日
間
、
多
国
関
説
者
、
是
歳
八
月
蒲
池

備
中
入
道
伸
如
就
川
上
式
部
太
輔
久
園
等
、
請
嗣
子
事
、
乃
久
園

等
因
利
昌
白

，、-
A 、

公
亦
此
類
多
使
利
昌
停
於
有
司
潟
常
、
後

不
悉
書
、

1854 

『
児
玉
氏
家
蔵
』

魔

『
伊
地
知
四
郎
兵
衛
重
責
弟
出
馬
蒲
池
民
嗣
』

一
去
年
以
来
よ
り
佐
八
郎
重
ミ
出
相
之
儀
被
仰
聞
せ
候
、
貫
正
之

儀
不
存
候
得
共
、
ヶ
様
成
人
を
格
護
申
不
存
事
-
一
某
迷
惑
申
候
、

就
夫
親
子
之
間
相
は
な
れ
候
事
、

『

家

久

公

』

『

寛

永

忘

年

』

『

由

匹

見

公

』

一
上
様
毎
年
御
上
洛
候
、
其
上
嘗
年
御
脅
子
様
御
同
心
被
成
由
候
、

御
太
儀
之
様
子
難
申
壷
候
、
諸
侍
事
も
毎
ミ
御
供
被
申
候
処
-
一
、

拙
子
事
年
に
て
候
得
者
、
御
奉
公
不
申
上
残
多
奉
存
候
事
、

一
大
事
之
御
知
行
被
下
罷
居
、
御
奉
公
諸
人
並
-
一
不
申
上
咲
止
-
一

存
候
、
殊
ニ
番
代
仕
人
無
之
候
得
者
、
普
代
御
奉
公
申
来
候
儀

も
徒
-
一
罷
成
、
迷
惑
ニ
存
候
問
、
御
軍
役
も
可
相
勤
人
候
ハ
、
、

『
男
正
左
エ
門
重
治

被
仰
付
候
而
被
下
候
様
-
一
御
倍
ニ
奉
存
候
、
佐
八
郎
子
共
候
得

女
大
窪
源
太
兵
衛
妻
』

共
若
輩
之
儀
候
問
、
嘗
分
御
用
ニ
不
立
者
ニ
而
侯
問
、
知
行
可

遣
事
難
成
候
、
乍
去
高
を
差
分
申
事
い
か
L

に
候
得
共
、
拙
子

量右高
主之之
牟条内

子』ミ少

頴市川八可も
娃来上月然被
長完掃式完七様下
左岳部部聖日 ニ候
衛助太 御ハ
門殿輔 披、
尉殴露
殿奉

参 頼御
候 意

次
以 第
上ニ
、候

事

818 

蒲
池
備
中
入
道
(
花
押
)

『
伸
如
』

1855 

「
家
久
公
御
譜
中
L

「
正
文
在
琉
球
図
司
文
庫
」

定

一
三
司
官
其
外
諸
役
職
之
扶
持
方
、
自
今
以
後
者
可
矯
御
分
別
次

第
之
事
、

一
科
人
死
罪
流
罪
之
儀
、
此
方
ニ
不
及
御
伺
、
御
分
別
次
第
た
る

へ
き
事
、

一
日
本
名
を
付
日
本
支
度
仕
候
者
、
か
た
く
可
潟
停
止
事
、

一
お
り
め
ま
つ
り
の
儀
、
此
方
御
蔵
入
之
分
者
、
耕
作
時
分
不
違

や
う
に
と
被
仰
付
候
、
御
分
領
之
儀
者
御
分
別
次
第
た
る
へ
く

候
事
、

一
他
国
人
其
地
へ
参
儀
可
局
停
止
事
、



右
僚
主
向
後
不
可
有
違
篇
者
也
、

寛
永
元
年
子
八
月
廿
日

1856 

寸
家
久
公
御
譜
中
L

「
正
文
在
琉
球
園
司
文
庫
」

他
国
へ
不
出
物
定
之
事
、

一
上
布
之
事
、

一
黒
つ
く
・
赤
つ
く
井
し
ゅ
ろ
の
皮
之
事
、

一
焼
酒
之
事
、

一
よ
ろ
っ
蓮
之
事
、

一
芭
蕉
布
之
事
、
付
は
せ
を
苧
之
事
、

一
綿
之
事
、

一
莱
た
ね
の
事
、

右
脇
陣
ミ
不
可
有
緩
者
也
、
伺
法
度
如
件
、

寛
永
元
年
子
八
月
サ
日

巻77

比
志
嶋
宮
内
少
輔
(
花
押
)

伊
勢
兵
部
少
輔
(
花
押
)

嶋
津
下
野
守
(
花
押
)

比
志
嶋
宮
内
少
輔
(
花
押
)

伊
勢
兵
部
少
輔
(
花
押
)

嶋
津
下
野
守
(
花
押
)

三
司
官

寛
永
フロ
年
甲
子
八
月

十

日

「
北
郷
翁
久
譜
中
」

家
久
公
加
冠
於
長
千
代
丸
並

弟
虎
菊
丸
、
元
服
於
麿
府
城
、
賜
名
於
山
城
翁
久
傾
折
、
棒
頭
忠
亮
、

対
菊
一
、
理
髪
翁
久
者
島
津
下
野
久
元
也
、
忠
亮
者
伊
勢
兵
部
貞
昌

也
、
献
太
万
・
鎧
甲
・
弓
征
矢
・
鞍
馬
、
賜
御
万
融
市
明
並
御
太
万
一

腰
・
御
馬
代
青
蚊
百
貫
於
翁
久
、
御
万
問
、
一
腰
於
忠
亮
也
、

1858 

「
光
久
公
御
譜
中
」

I I I 
女男光
子女久

十
人

寛
永
元
年
甲
子
九
月
十
四
日
誕
生
、
母
鎌
田
政
重
女
、

家
臣
島
津
筑
前
久
頼
室
、

正
保
元
年
甲
申
七
月
十
九
日
早
世
、
歳
二
十
一
、
法
名
月
桂

貞
秋
、

819 
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「
光
久
公
御
譜
中
」



寛
永
元
甲
子
歳
十
月
十
四
日
於
関
城
元
服
、
競
又
三
郎
忠
一
克
、
父

家
久
加
冠
、
家
臣
島
津
下
野
久
元
理
髪
、

コ
元
和
二
年
ノ
御
生
ナ
レ
ハ
、
御
年
九
歳
ニ
嘗
レ
リ
」

『
持
明
君
』

一
大
閣
様
御
下
向
之
刻
、
国
府
御
か
ミ
様
御
人
質
ェ
御
上
洛
に
て

覚

候
、
御
褒
美
と
し
て
高
壱
万
餅
御
一
代
無
公
役
ニ
御
給
侯
事
、

一
関
ケ
原
一
蹴
之
後
、
御
園
本
之
儀
も
い
か
L
候
す
る
哉
と
、
御

念
遺
候
瑚
、
我
か
息
女
人
質
ニ
召
上
せ
被
成
候
而
、
直
ニ

御
家

松
平
河
内
守
殴
へ
御
縁
組
候
、
人
質
迄
之
儀

候
ハ
、
、
妹
へ
替
り
候
て
可
罷
下
慮
-
一
、
無
其
儀
上
方
に
て
相

之
御
篤
と
し
て

果
候
、

御
家
之
御
奉
公
如
此
候
、
右
之
様
子
ニ
付
知
行
之
事
、

此
中
申
度
存
候
へ
と
も
、
江
戸
之
上
下
毎
年
被
成
御
辛
労
候
慮

-
一
、
我
身
無
公
役
ニ
千
石
被
下
置
候
問
、
首
時
之
堪
忍
さ
へ
調

候
ハ
、
、

一
者
御
奉
公
と
存
、
菟
角
不
申
候
、
然
処
-
一
賓
寄
院

殿
養
子
-
一
可
申
之
由
、

黄
門
様
よ
り
御
意
に
て
候
、
左
候
へ

ハ
今
之
知
行
に
て
ハ
以
来
御
奉
公
績
ま
し
く
候
問
、
申
候
事
、

一
妹
事
も
詩
人
質
江
戸
へ
相
詰
候
、
其
褒
美
と
し
て
高
三
千
石
無

『
称
御
下
、
伊
集
院
忠
真
室
、
後
嫁
下
野
守
久
到
、
慶
安
二
八
月
十
七
日
卒
』

公
役
ニ
給
候
事
、

右
先
例
有
之
儀
候
問
、
宝
寄
院
殿
江
も
知
行
御
給
候
様
ニ
申
度

候
、
是
を
我
に
給
候
へ
と
申
事
に
て
ハ
無
之
候
、
此
由
具
-
一
披

露
候
て
可
預
候
、
我
か
娘
計
御
手
付
な
き
事
迷
惑
ニ
候
、
可
然

820 

点持
永キ -
:?eL..可

子 ご 有

拾申
月候
十
四
日

中占2
屋佐器

十称

護
岸地

包寛
D 永
十

予
十

月

頴
娃
長
左
衛
門
尉
殿

淀
谷
四
郎
左
衛
門
尉
殿

寸
此
一
書
家
久
公
御
譜
中
ニ
在
リ
、
札
合
誤
ナ
シ
」

1861 

張
.-:'紙
，，....~ 

書
家
1入
公
御
譜
中

相
洩
ノレ、
」

御
判留

主
中
法
度
之
条
ミ

一
今
度
江
戸
江
東
丸
幼
少
之
子
共
同
道
を
以
凌
遠
路
之
波
薦
、
令

難
行
苦
行
、
加
之
幼
稚
之
繭
子
残
置
、
不
浅
心
遣
之
儀
難
伸
言

語
次
第
ニ
候
之
処
、
左
様
之
儀
を
も
不
染
心
肝
、
結
句
在
江
戸

之
留
守
を
幸
ニ
存
、
誇
自
由
之
依
枯
、
御
奉
公
方
疎
略
之
輩
者
、

僧
俗
男
女
に
よ
ら
す
不
可
痛
御
家
頼
事
、

一
諸
士
馬
鞍
・
弓
鑓
・
鉄
灼
弁
玉
薬
等
之
噌
を
忘
、
或
家
居
を
か

さ
り
、
或
女
房
巳
下
之
衣
裳
等
を
も
つ
は
ら
に
い
た
す
儀
非
本

意
候
問
、
先
武
士
之
道
具
を
第
一
ニ
相
調
、
其
徐
之
儀
者
第
二



た
る
へ
き
事
、

一
諸
士
毎
朝
可
致
出
仕
事
、

一
夜
行
停
止
之
事
、

一
留
守
中
者
晴
か
ま
し
き
儀
茂
有
之
間
敷
候
問
、
諸
土
衣
裳
等
其

外
花
麗
な
る
儀
共
可
矯
停
止
、
就
中
私
振
廻
こ
さ
え
さ
る
様
ニ

可
有
之
候
、
然
者
二
汁
二
菜
た
る
へ
き
事
、
付
木
具
之
も
の
法

度
た
る
へ
く
候
、
引
莱
者
可
矯
此
外
事
、

一
他
所
之
商
人
諸
郷
江
出
入
停
止
之
事
、

一
屋
形
之
儀
夜
入
時
分
に
立
て
候
而
、
若
無
鉢
儀
出
入
候
ハ
て
不

叶
人
有
之
者
、
本
番
衆
之
内
髄
成
衆
罷
出
、
あ
け
た
て
の
儀
可

申
付
候
、
四
ツ
時
分
よ
り
さ
せ
る
於
無
用
者
、
出
入
堅
可
局
停

止
事
、

一
購
入
井
諸
役
人
算
用
之
上
を
以
、
押
米
・
押
銀
等
之
上
納
物
之

儀
、
先
年
己
来
・
5
子
今
不
相
済
衆
曲
事
甚
重
候
之
問
、
任
先
例

於
無
沙
汰
之
入
者
知
行
可
被
召
揚
事
、

一
於
算
用
所
日
記
を
不
出
衆
自
由
之
至
賄
事
一
一
候
問
、
同
前
之
暖

た
る
へ
き
事
、

巻77

一
辻
き
り
在
之
上
者
、
火
を
も
た
す
通
も
の
あ
ら
ハ
可
場
捕
、
も

し
辻
き
り
衆
一
一
い
た
り
或
万
を
抜
、
或
致
過
言
不
及
了
簡
事
あ

ら
ハ
、
則
可
相
果
事
、

一
辻
歌
か
た
く
可
詩
停
止
事
、

一
落
書
な
と
其
外
み
た
り
な
る
事
仕
も
の
承
立
披
露
候
者
、
可
加

褒
美
事
、

一
は
く
ち
の
儀
、
土
町
人
等
不
依
、
可
矯
停
止
事
、

一
一
向
宗
・
き
り
し
た
ん
宗
之
儀
、
不
新
難
局
法
度
、
右
宗
旨
之

儀
弥
か
た
く
可
矯
法
度
事
、

一
老
中

8
奉
公
方
之
儀
可
申
付
時
、
信
之
儀
一
度
ハ
さ
も
あ
る
へ

き
候
、
重
而
難
波
之
輩
者
、
無
用
捨
曲
事
之
段
可
被
申
付
候
、

一
留
守
中
別
而
酒
女
之
噌
可
潟
肝
要
事
、

一
諸
口
事
之
儀
下
ミ
に
て
可
相
済
事
を
令
違
乱
、
公
義
江
於
申
出

者
、
非
に
決
定
候
者
臆
其
科
之
浅
深
、
至
士
者
或
令
追
放
其
身
、

或
可
令
没
取
知
行
候
、
於
下
ミ
者
或
遠
流
、
或
科
物
、
家
財
検

断
等
之
可
矯
沙
汰
事
、

右
条
ミ
不
可
有
緩
疎
者
也
、

寛
永
元
年
十
一
月
十
三
日

雌

慈

眼

院

様

御

袖

判

(
江
戸
脱
カ
〉

一
今
度
江
東
之
丸
幼
少
之
子
と
も
以
同
道
、
遠
路
波
議
令
難
儀
苦

行
、
加
之
幼
稚
之
繭
子
残
置
、
不
浅
心
遣
之
儀
難
伸
言
語
次
第

候
処
、
左
様
之
儀
を
も
不
備
心
肝
、
結
句
在
江
戸
留
主
を
幸
に

「
加
治
木
旧
記
に
あ
り
」

821 



存
し
、
誇
自
由
依
枯
、
御
奉
公
方
疎
略
之
輩
者
、
僧
俗
男
女
に

よ
ら
ず
不
可
局
御
家
類
候
事
、

一
諸
士
馬
鞍
・
弓
鉄
砲
井
玉
薬
等
之
噌
を
忘
れ
置
、
或
ハ
家
居
を

荘
ひ
、
或
ハ
女
房
以
下
衣
裳
等
を
専
ら
に
い
た
す
儀
、
本
意
に

あ
ら
す
候
間
、
先
武
士
道
具
を
第
一
に
相
調
、
其
鈴
之
儀
者
可

局
第
二
事
、

一
諸
士
毎
朝
可
致
出
仕
事
、

一
加
治
木
之
儀
者
嘗
時
家
老
分
之
衆
依
無
之
、
比
志
島
掃
部
助
・

本
田
源
右
衛
門
な
と
談
合
い
た
し
諸
事
申
渡
、
若
題
目
之
儀
有

之
者
鹿
児
島
江
相
尋
ね
、
其
上
を
以
可
申
付
儀
定
置
候
条
、
右

之
衆
申
候
様
何
事
も
分
別
い
た
す
べ
き
事
、

一
老
中
よ
り
奉
公
之
儀
可
申
付
時
、
信
之
儀
壱
度
ハ
左
も
可
有
候
、

重
而
難
滋
之
輩
有
之
に
お
ひ
て
、
無
用
捨
曲
事
之
段
可
申
付
候

事、
一
加
治
木
衆
中
之
儀
者
連
ミ
気
任
有
之
問
、
留
主
中
猶
以
可
潟
其

分
、
自
然
気
任
之
輩
悪
行
仕
に
お
ひ
て
者
、
右
雨
人
よ
り
鹿
児

島
江
申
談
、
曲
事
之
段
可
申
付
候
事
、

一
一
向
宗
・
幾
利
支
丹
宗
之
儀
、
不
新
難
法
度
、
右
宗
駄
之
儀
弥

堅
く
可
潟
肝
要
事
、

一
夜
行
・
辻
歌
堅
停
止
之
事
、

一
先
年
一
向
宗
祈
念
い
た
す
男
女
と
も
に
致
崇
敬
、

ひ
て
祈
念
と
も
仕
候
儀
重
罪
之
至
な
り
、
向
後
如
此
輩
に
お
ひ

て
者
可
慮
巌
科
事
、

一
御
園
之
局
、
所
之
用
に
立
へ
き
物
沙
汰
承
付
る
に
お
ひ
て
者
、

役
人
中
ま
て
可
致
披
露
処
、
左
様
無
之
、
落
書
な
と
を
仕
、
所

一
向
宗
に
お

822 

を
乱
候
や
う
に
成
行
儀
、
堅
可
潟
停
止
事
、

一
士
・
町
人
・
百
姓
等
に
よ
ら
す
博
突
停
止
事
、

附
た
は
こ
可
潟
同
前
事
、

一
自
然
所
之
煩
成
族
之
者
聞
立
致
披
露
た
ら
ん
人
者
、
可
加
褒
美

事、
寛
永
一
万
年
子
十
二
月
八
日

家
久
嘗
蒙

「
家
久
公
御
嘩
問
中
」大

権
現
殊
恩
、
欲
報
無
由
、
顧
今
天
下
漸
治
、
然
闇

圏
諸
侯
唯
置
質
於
江
府
、
各
還
領
圏
、
未
可
謂
安
泰
之
術
、
我
此

時
率
妻
子
而
奉
仕
子
武
江
、
僅
可
報
厚
恩
之
高
一
乎
、
家
臣
伊
勢

兵
部
少
輔
貞
昌
者
土
井
大
炊
頭
利
勝
之
莫
逆
也
、
乃
以
貞
回
目
蜜
談

此
旨
於
利
勝
而
后
上
一
言
、
秀
忠
公
大
感
之
目
、
泰
平
之
基
畳
過

之
乎
、
家
久
之
忠
不
可
忘
失
、
於
是
今
蕗
冬
十
一
月
、
家
久
率
夫

人
及
息
男
兄
弟
三
人
版
記
引
臨
時
"
弘
、
護
鹿
島
町
山
一
小
赴
武
都
、
時
伊



勢
貞
昌
亦
率
妻
子
潟
供
奉
、
十
二
月
十
日
出
船
従
薩
州
出
水
瀬
之

浦
、
翌
年
二
月
二
日
着
船
子
大
坂
、
少
間
憩
息
船
中
之
宴
窟
、
而

后
至
伏
見
流
留
越
年
子
蕊
失
、

「
此
御
譜
中
発
鹿
島
日
不
知
ト
ア
リ
、
左
三
児
玉
利
昌
講
中
ヲ
以
干
し
考
フ
レ
ハ
十

一
月
十
四
日
也
、
参
照
ス
ヘ
シ
」

山田

寛
永
元
年
十
一
月
十
三
日
従
父
首
途
於
開
府
赴
武
城
、
十
二
月
十

日
解
鶴
子
出
水
瀬
之
浦
、
翌
年
二
月
二
日
著
船
子
大
坂
、
三
月
十

八
日
護
伏
見
、
四
月
十
二
日
参
著
江
戸
云
E

、

「
光
久
公
御
譜
中
L

蹴
「
北
郷
久
加
譜
中
」

寛
永
元
年
甲
子
十
一
月
、

而
翌
年
六
月
賜
暇
蹄
園
、

家
久
公
参
勤
於
武
城
、
久
加
供
奉
、

巻77

侃
「
様
山
久
高
譜
中
L

寛
永
元
年
甲
子
十
一
月
、
太
守
家
久
卿
以
参
現
之
穂
、
令
赴
武

州
江
戸
城
、
且
輿
息
男
忠
元
其
弟
久
直
井
簾
中
相
倶
、
己
護
鹿
島

到
海
演
、
撰
吉
日
興
順
風
乗
船
解
績
、
先
繋
船
於
獅
子
島
、
山
海

之
矯
遊
覧
者
有
日
、
此
時
久
高
改
樺
山
穣
左
衛
門
尉
被
任
美
濃
守
、

賜
脇
指
鮒
臣
、
也
、
息
男
改
休
太
郎
被
任
安
審
守
畢
、

即
『
児
玉
利
昌
譜
中
』

寛
永
元
年
甲
子

O
十

一

月

世

子

盟

問

公

、

及

慶

安

夫

人

等
如
江
戸
、
十
四
日
倶
護
関
城
、
蓋
此
行
利
昌
以
納
殿
役
従
、
十

二
月
十
日
揚
帆
瀬
浦
制
、

二
年
乙
丑
二
月
二
日
着
船
大
坂
、
四
月
十
三
日
至
江
戸
、

，、-
A 
以

1868 

寸
家
久
公
御

4

盟問中
L

「
正
文
在
文
庫
」

詩
歳
暮
嘉
祥
、
小
袖
五
重
被
相
贈
之
、
惇
然
之
至
候
、
猶
本
多
上

野
介
可
申
候
、
謹
言
、

十
二
月
廿
一
一
一
日

秀
忠

O「
墨
印
」

薩
「宰

相
殿

1869 

「
家
久
公
御
譜
中
」

「
正
文
在
文
庫
」

猶

過
分

御警

思年
様、

御
'"'" ::.L.. 

墨暴
竺頼

折委
細細
抑御
樽使
壱

'" 荷申
仰入
海候
上
候

823 

震
歳
暮
御
礼
、



三
井
寺
ニ
御
座
候
問
、
拙
者
請
取
申
、
従
是
可
申
上
候
、
拙
子
ニ

御
小
袖
壱
ツ
綾
被
下
候
、
被
思
召
寄
黍
奉
存
候
、
令
伺
公
御
礼
可

「申
辺警入
室♀候
元」

き可
十然
二候
月様
廿可
八預
日御

取
成
候

恐

謹

友
枕
粛

如
(
花
押
)

伊
勢
兵
部
少
輔
殿

(
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
後
編
三
」
一
七
五
六
号
文
書

同
文
ナ
リ
、
但
シ
朱
注
ニ
慶
長
七
年
放
ト
ア
リ
)

寛
永
二
年
乙
丑
、
家
久
従
奮
臓
在
子
伏
見
偲
亭
迎
新
年
、
是
匪
官

「
家
久
公
御
譜
中
」

以
幼
弱
而
己
、
旦
以
有
軽
忌
之
事
也
失
、

m

「
光
久
公
御
譜
中
」

十
二
月
十
日
解
種
子
出
水
瀬
之
浦
、
翌
年
二
月
二
日
著
船
子
大
坂
、

三
月
十
八
日
震
伏
見
、
四
月
十
二
日
参
着
江
戸
、
同
廿
三
日
輿
家

久
倶
登
管
、
拝
謁
大
相
園
秀
忠
公
・
将
軍
家
光
公
、
此
時
也

忠
元
才
十
歳
、
次
第
又
八
郎
忠
平
亦
随
取
拝
謁
失
、
伺
候
之
列
士

褒
其
進
退
美
也
、

1872 

「
兵
庫
忠
朗
譜
中
」

寛
永
二
年
許
質
賜
暇
、
故
随
従

家
久
公
登

大

玉
城
、
奉
謁

将
軍
秀
忠
公
賜
費
万
、
同
日
登

恵
給
費
万
、
其
後

824 

西
丸
、
拝
謁

大
納
言
家
光
公

上
使
土
井
大
炊
頭
利
勝
入
来

家
久
公
亭
、

賜
龍
蹄
一
匹
・
車
衣
五
十
・
黄
金
百
葉
・
白
銀
五
百
葉
於
忠
朗
、

家
光
公
亦
賜
翠
衣
三
十
・
黄
金
三
十
枚
・
白
銀
百
枚
、
同
年
五
月

二
十
六
日
護
江
府
、
同
七
月
下
著
隅
州
加
治
木
、

m

「
家
久
公
御
謹
畑
中
L

同
年
三
月
十
八
日
家
久
以
幼
弱
、
護
伏
見
赴
子
武
都
、
此
時
秀

忠
公
感
家
久
志
、
降
命
於
東
海
道
五
十
三
騨
、
賜
騨
馬
及
丁
夫
、

随
用
無
際
限
、
既
而
経
二
十
五
日
、
四
月
十
三
日
晴
時
到
著
子
江

府
入
襖
回
第
、
則
以
使
者
告
参
府
於
御
老
中
、
遂
達
上
聴
、
翌
日

賜

上
使
、
則
談
土
井
利
勝
・
井
上
正
就
、
而
十
七
日
欲
拝
謁

両
御
所
、
難
然
又
三
郎
腹
中
有
不
快
放
延
引
、
而
二
十
三
日
家
久

及
又
三
郎
・
岩
松
丸
父
子
三
人
倶
共
登

大
樹
公
、
時

営
、
各
献
祝
幣
、
奉
奔

謁

公
日
、
家
久
造
以
幼
弱
来
、
賓
大
義
也
、
此

外
教
言
有
懇
懇
、
於
西
丸
亦
然
、
家
臣
始
貞
日
日
数
輩
遂
拝
謁
、
市

家
久
及
雨
男
下

結局失、

1874 

「
正
文
在
感
照
寺
L



手
形

木
佐
貫
野
原
六
番

一
松
壱
本
長
五
尋
壱
尺
、
本
之
口
六
尺
廻
、

大
迫
頭
廿
番

一
松
壱
本

同
所
品
川
二
番

一
同
壱
本

長
六
尋
、
本
之
口
七
尺
廻
、

長
六
尋
弐
尺
、
本
之
口
六
尺
廻
、

合
松
三
本

右
者
出
水
野
田
村
之
内
、
長
谷
山
江
有
之
風
朽
木
、
感
躍
寺
修

理
ニ
入
由
被
申
ニ
付
被
申
給
候
問
、
手
形
於
無
相
違
者
可
被
引

渡
ゃ
う
ニ
可
被
仰
付
者
也
、

寛
永
二
年
卯
月
十
二
日

比
志
嶋
宮
内
少
輔
判

下
野
守

椛
山
美
濃
守
殿

「
古
御
文
書
廿
七
巻
中
L

「
家
久
公
御
譜
中
ニ
在
リ
」

尊
書
拝
見
、
宗
奉
存
候
、
然
者
旧
冬
御
園
御
立
被
成
候
へ
共
、
海

上
荒
申
候
故
、
途
中
ニ
而
被
成
御
越
年
、
其
上
少
御
差
合
御
座
候

付
而
御
延
引
被
成
、
一
昨
晩
嘗
地
御
着
之
由
、
御
太
儀
共
-
一
奉
存

候
、
将
亦
御
出
仕
之
儀
、
御
息
様
初
而
御
目
見
之
儀
一
一
御
座
候
条
、

日
柄
を
も
被
成
御
撰
度
由
、
土
大
炊
迄
御
内
談
被
成
、
十
七
日
過

巻77

候
而
御
礼
可
被
仰
上
之
旨
、
御
尤
之
御
事
ニ
候
、
如
何
様
致
伺
公

「可
ーさ奉
柔手得
言」霊
卯候
月
十恐
四↑皇
日謹

正
就
(
花
押
)

「
在
口
裏
」

井
上
主
計
頭

ノ2
松
平
薩

「
守
様

貴
報

正
就

1876 

「
家
久
公
御
譜
中
」

「
正
文
在
肝
付
帯
兵
衛
」

わ
さ
と
申
候
、
ふ
し
ミ
を
や
よ
ひ
十
八
日
に
た
ち
い
て
、
卯
月
十

一
日
此
方
に
つ
き
申
候
、
み
ち
す
か
ら
花
も
や
う
/
¥
ち
り
つ
く

し
、
ふ
し
の
雪
も
の
こ
り
す
く
な
L

る
け
し
き
、
い
つ
よ
り
も
心

す
こ
く
な
か
め
に
い
り
、
う
た
な
と
よ
ミ
侍
り
、
其
方
の
事
共
思

ひ
や
り
、
う
つ
ら
/
九
、
と
あ
ん
し
や
り
た
る
計
候
、
此
方
一
し
ほ

し
あ
ハ
せ
よ
く
、

上
様
よ
り
も
や
か
て
御
使
く
た
さ
れ
、
か
た

し
け
な
く
こ
そ
候
へ
、
こ
L

ろ
安
く
思
ひ
候
へ
く
候
、
御
め
見
え

も
此
十
八
日
に
て
候
問
、
や
か
て
そ
の
し
あ
ハ
せ
、
又
こ
れ
よ
り

申
へ
く
候
、
，
ま
つ
申
へ
き
た
め
に
て
候
、
又
ミ
、
か
し
こ
、

825 



「
朱
カ
キ
」

「
寛
永
二
年
」
卯
月
十
六
日

江
戸
よ
り

菊

も

し
ま
い
る

い
ゑ
久

打
「
古
御
文
書
廿
七
巻
中
L

「
家
久
公
御
舗
中
国
一
-
在
リ
」

尊
書
拝
見
仕
候
、
随
而
又
三
郎
殿
御
虫
気
す
き
と
御
快
気
ニ
付
而
、

廿
三
日
吉
日
故
、
繭
御
城
江
可
被
成
御
上
之
由
二
段
尤
奉
存
候
、

先
日
・
8
如
申
入
候
、
何
時
に
て
も
可
被
成

御
封
面
之
旨
御
意
候

「間
「朱、

ま2弥

王立
卯日
月可
廿然
日奉

存
候

恐
'憧
謹
雪苦

利
勝
(
花
押
)

土
井
大
炊
頭

-J家
久
様

貴
報

利
勝

間
一
寛
永
二
年
丑
四
月
廿
目
、

太
守
家
久
公
伊
勢
内
記
宅
江
御
成
、

若
竹
ト
云
題
一
一
テ
詠
歌
、

色
か
へ
ぬ
若
竹
の
葉
の
世
/
¥
ヲ
へ
ん

み
き
り
ハ
い
つ
れ
久
か
ら
ま
し

「
右
/
御
供
島
津
下
野
守
・
伊
勢
兵
部
少
輔
、
皆
、
、
詠
歌
・
詩
作
有
之
、
略
ス
」

1879 

「
家
久
公
御
務
中
」

「
正
文
在
頴
娃
左
京
久
甫
」

826 

猶
ミ
お
い
ま
を
は
し
め
こ
L
ろ
へ
申
度
候
、
又
ミ
か
し
こ
、

き
の
ふ
廿
三
日

り
ょ
う
御
し
よ
様
へ
御
め
見
え
申
候
、
い
つ
に

す
く
れ
し
あ
ハ
せ
よ
く
ま
ん
そ
く
申
候
、
た
ひ
/
¥
御
こ
と
は
を

か
け
ら
れ
、

は
る
/
¥
と
子
と
も
ひ
き
こ
し
、
大
儀
に
お
ほ
し
め

し
候
よ
し

御
意
に
て
候
、
此
た
ひ
は
一
し
ほ
の
し
あ
ハ
せ
に
て
、

し
た
/
¥
ま
で
の
よ
し
ミ
あ
る
事
に
て
候
、
こ
L
ろ
安
く
思
ひ
候

へ
く
候
、
ま
づ
申
候
、
又
や
か
て
人
し
て
申
へ
く
候
、
め
て
度
/
¥
、

か
し
ご
、

卯
月
，

I
I

ゑ
と
よ
り

廿

四

日

菊

も

し
ま
い
る

い
ゑ
久

1880 

「
家
久
公
御
譜
中
」
「
光
久
公
御
譜
中
ニ
モ
有
之
」

「
正
文
布
文
庫
」

己
上

急
度
令
啓
上
候
、
然
者
薩
州
様
御
父
子

御
目
見
得
之
儀
、
可
局



去
十
八
日
之
由
候
之
処
、
又
三
郎
様
少
御
腹
中
心
一
一
御
座
候
而
相

延
申
候
て
、
昨
日
廿
一
一
一
日
御
躍
被
仰
上
候
、
今
度
者
皆
ミ
御
同
道

之
故
、
雨

御
所
様
御
機
嫌
不
大
形
候
、

御
兄
弟
様

御
前
へ

御
差
出
候
而
、
御
様
子
共
皆
ミ
御
褒
美
候
之
問
、
目
出
度
候
、
此

等
之
旨
早
ミ
潟
可
被
仰
、
早
打
被
差
下
候
、
委
細
者
跡
・
8
下
衆
共

御
座
候
問
、
可
被
仰
遺
候
、
先
ミ

御
目
見
得
之
一
篇
矯
可
被
仰

如
此
候
、
此
段

御
三
方
へ
被
仰
上
候
、
猶
期
後
音
之
時
候
、
恐

憧
謹
言
、

「
朱
カ
キ
」

「
寛
永
ご
年
」

卯
月
廿
四
日

伊
勢
兵
部
少
輔

貞
昌
(
花
押
)

喜
入
擁
津
守忠

政
(
花
押
)

比
志
嶋
宮
内
少
輔
様

下
野
守
様

人
と
御
中

1881 

「
家
久
公
御
譜
中
L

「
正
文
在
種
子
島
誠
人
久
時
L

巳
上

巻77

到
遠
境
局
見
舞
使
被
差
上
候
、
喜
悦
之
至
候
、
愛
元
一
段
静
誼
候

問
、
可
安
心
候
、
将
又
銀
子
五
枚
局
音
信
到
来
、
令
祝
着
候
、
猶

委
細
之
段
口
上
ニ
相
合
候
之
条
、
不
能
詳
候
、
謹
言
、

「
朱
カ
キ
」

「
寛
永
二
年
」
卯
月
廿
七
日

家
久
(
花
押
)

種
子
嶋
武
蔵
守
殿

同
年
五
月
五
日
、
土
井
大
煩
頭
利
勝
負

久
楼
田
第
、
時
家
久
他
出
、
故
利
勝
不
封
面
還
、
家
久
間
之
、
乃

「
家
久
公
御
韓
間
中
L

大
相
国
秀
忠
公
使
来
家

難
至
利
勝
宅
不
在
、
故
留
言
不
逢
而
還
、
翌
日
登

管
奉
謝
日
之

昨
賜

上
使
之
厚
意
突
、

内
ミ
従
是
可
申
上
之
処
、
尊
書
恭
奉
存
候
、
如
御
意
昨
日
者
伺

上
使
致
伺
公
候
得
共
、
御
他
行
故
不
能
拝
顔
候
、
併
頓
而
被
聞
召

「
中
内
御
文
書
廿
七
巻
中
L

「
家
久
公
御
譜
中
ニ
在
リ
」

付
拙
宿
へ
御
光
儀
之
由
、
佐
川
入
御
念
儀
一
一
御
座
候
、
如
御
紙
面
後

刻
四
時
分
御
左
右
可
申
上
候
問
、
御
登

城
可
被
成
候
、
恐
柏
田
護

「百
「朱、
寛カ
永キ
-'--

lf 

五
月_._ 
ノ、
日

利
勝
(
花
押
)

「
在
日
襲
」

土
井
大
炊
口

827 

-J
家
久
様

貴
報

口



u
 息

男
又
八
郎
忠
平
自
元
和
五
年
四
歳
夏
至
今
翠
七
年
、
角
山
口
問
家
質

而
在
府
、
故
賜
暇
将
還
子
本
邦
、
於
是
乎
家
光
公
賜
駿
馬
一
匹

於
忠
平
、
家
久
以
書
至
酒
井
忠
世
、
拝
謝
賜
之
茶
、
則
忠
世
之
回

「
家
久
公
御
譜
中
L

答
如
左
会
、

1885 

寸
一
止
文
在
上
野
仲
兵
衛
L

以
上

尊
書
悉
拝
見
仕
候
、
如
被
仰
下
候
、
又
八
郎
殿
御
奔
領
之
御
馬
舟

引
進
候
慮
、
被
矯
入
御
念
貴
札
之
趣
、
却
可
迷
惑
仕
候
、
何
様
貴

面
之
節
可
得
御
意
候
問
、
不
能
二
一
候
、
恐
憧
謹
言
、

「朱カキ」
「
寛
さ
卒
」
五
月
十
七
日

忠
世
(
花
押
)

「
在
口
裏
」

酒
井
雅
楽
頭

J
J
松
平
薩
摩
守
様

尊
報

忠
世

1886 

「
光
久
公
御
諮
中
」

正
勝

初
政
由

政
昭

政
直

政
信

松
千
代
丸

又
七
郎

828 

筑
後

戴
人

寛
永
二
年
乙
丑
六
月
十
三
日
生
、
母
家
臣
牧
源
兵
衛
胤
親

女家
臣
鎌
田
治
部
政
統
之
養
嗣
、

寛
文
六
年
丙
午
六
月
四
日
死
、
法
競
義
雲
紹
高
大
居
士
、

女
子寛

永
二
年
乙
丑
七
月
三
日
誕
生
、
母
光
久
一
腹
、

家
臣
肝
付
伴
兵
衛
兼
屋
室
、

寛
文
十
一
年
辛
亥
六
月
三
日
死
、
法
競
芳
屋
雲
英
庵
主
、

女
子寛

永
二
年
乙
丑
十
一
月
十
六
日
誕
生
、
不
日
夫
亡
、
母
家

臣
崎
山
八
右
衛
門
盛
秀
女
、

1887 

「
薩
州
家
譜
中
」

備
前
守
忠
清
之
子

女
子

太
守
家
久
公
御
簾
中

慶
長
五
庚
子
年
誕
生
子
肥
後
、
母
皆
士
口
久
右
衛
門
績
能
船
師



計
一
町
一
女
之
女
、

光
久
公
数
判
及
北
郷
式
部

太
輔
久
直
・
島
津
玄
蕃
忠
記
・
女
子
二
人
、
駐
賄
側
苅
競

蹄
ト
ト
献
時
四
続
的
齢
、
卒
立
矯
園
夫
人
、

寛
永
二
乙
丑
年
七
月
二
十
一
日
逝
於
江
戸
第
、
強
心
慮
慶

愛
幸
子

太
守
家
久
公
、
生

安
大
姉
、
安
置
牌
子
恵
燈
院
、

l
忠
影

又
助

慶
長
九
年
甲
辰
於
肥
後
州
生
、
母
問
、

局
新
納
近
江
久
元
之
後
嗣
、
挽
新
納
近
江
也
、
臥
一
龍
一
建

男
也
、
僻
新
納
家
復
干
忠
長
之
家

之
後
、
忠
影
相
続
子
新
納
家
也
、

寛
永
五
年
戊
戊
十
二
月
廿
九
日
死
、
法
競
大
鑑
宗
智
、

久
基

同
年
七
月
二
十
二
日
家
久
之
廉
中
逝
去
、
是
今
月
三
日
産
一
女
子
、

「
家
久
公
御
譜
中
L

而
後
身
障
不
快
遂
爾
也
、

是
年
家
久
灰
聞
大
明
皇
帝
将
渡
使
於
中
山
園
、
則
潟
聞
知
事
由
、

巻77

遺
使
節
於
球
玉
、
情
見
子
書
会
、

「
正
文
在
琉
球
閥
司
文
庫
」

余
来
絶
音
問
候
、
伺
従
唐
使
被
差
渡
之
由
、
其
開
候
、
如
何
様
之

称
儀
共
御
座
候
哉
、
負
可
承
合
此
使
申
付
候
、
日
本
人
出
入
賞
時

用
捨
入
儀
候
者
、
可
致
其
心
得
之
由
申
聞
候
、
次
唐
江
用
物
之
儀

以
目
録
申
候
、
相
調
候
様
御
入
魂
所
仰
候
、
委
細
相
達
口
上
候
問
、

「以
孟警御
君主熟
云」談
ご可
八有
月御
廿分
日 別

{長

恐
'憧
謹
三き・

宰
相
家
久
(
花
押
)

進
献

中
山
王

1890 

「
家
久
公
御
譜
中
」

「
正
文
在
上
野
仲
兵
衛
L

以
上

尊
札
厚
拝
見
仕
候
、
明
後
五
日
ニ
被
召
寄
之
儀
、
過
分
至
極
奉
存

〔
侯
カ
)

御
城
隙
明
次
第
致
伺
口
可
申
上
候
、
恐
憧
謹
言
、

「候
「朱、

転任
云」貴
ご 意
九
月

日

重
昌
(
花
押
)

「
在
口
実
」

板
倉
内
膳
正

J
J
松
平
薩
摩
守
様

尊
報

重
昌

829 



1891 

「
古
御
文
書
H
七
巻
中
」
「
家
久
公
御
譜
中
ニ
在
リ
」

猶
以
此
中
何
角
不
得
際
侯
て
、
御
見
廻
と
も
不
申
上
、
所
存

之
外
御
座
候
、
以
上
、

尊
墨
添
奔
見
仕
候
、
如
御
意
今
日

勅
使
衆
へ
御
封
面
之
御
事
ニ

候
、
昨
日
本
上
州
右
之
通
申
上
候
通
、
被
中
聞
候
、

一
段
尤
与
申

事
ニ
御
座
候
、
垂
直
時
分
之
御
封
面
ニ
候
問
、
其
御
加
減
被
成
、
御

装
束
候
て
御
登

城
可
然
奉
存
候
、
如
御
意
於

御
城
可
得
尊
意

「候
「朱、

集Z恐

E皇
九言
月、

ノ、
日

利
勝
(
花
押
)

「

H
袋
一
一
有
リ
」

土
井
大
炊
助

/日
裏

家子
久ι
様

貴
報

利
勝

1892 

「
十
日
御
文
書
廿
七
巻
中
」
「
家
久
公
御
譜
中
ニ
従
リ
」

尚
以
御
番
ニ
差
合
御
見
廻
不
申
上
、
御
残
多
奉
存
候
、
以
上
、

一
筆
致
啓
上
候
、
今
戟
者
於
御
城
早
ミ
得
尊
意
候
、
然
者
明
九
日

之
晩
可
参
之
旨
御
約
束
申
上
候
慮
、
井
上
筑
後
殿
忌
明
被
罷
出
候

付
御
番
替
、
明
日
者
私
タ
御
番
ニ
一
印
御
座
候
問
、
可
被
成
御
免
候
、

日
本
之
神
そ
儒
一
一
而
無
御
座
候
、
何
様
致
伺
公
可
奉
得
貴
意
候
、

設建
柔与謹

fT E1 

九
月
八
日

正
重
(
花
押
)

830 

秋
山
修
理
亮

布

色量
A品ム」

薩

チ'"
様

参
入
と

御
中

正
重

ノ

1893 

「
家
久
公
御
譜
中
」

「
正
文
在
琉
球
関
司
」

覚

一
今
度
御
物
之
銀
子
百
貫
目
被
遺
候
事
、

「
本
マ
、
」

一
右
之
外
ニ
御
物
銀
子
蕗
拾
貫
目
一
一
一
ハ
り
利
ス
、
借
銀
被
申
事
、

一
今
度
山
鹿
越
右
衛
門
尉
へ
唐
物
隠
候
札
明
之
事
、

一
八
重
間
へ
参
た
る
南
蛮
人
、
今
度
琉
球
へ
差
下
候
事
、

一
壱
匁
出
銀
今
年
一
年
之
儀
、
半
分
御
免
之
事
、

一
愛
許
之
鏡
、
後
日
琉
球
へ
可
相
渡
談
合
之
事
、

一
琉
球
へ
住
宅
之
他
園
人
被
矯
上
間
敷
事
、

一
津
見
被
成
御
下
候
事
、

一
松
齢
様
御
年
廻
ニ
付
竹
心
廿
把
・
油
或
壷
佳
相
届
候
事
、

寛
永
武
年
拾
月
朔
日

比
志
嶋
宮
内
少
輔



喜
入
繍
津
守

嶋
津
下
野
守

三
司
官

1894 

「
古
御
文
書
廿
七
巻
中
」
「
家
久
公
御
譜
中
ニ
夜
叶
L

猶
以
御
判
形
被
成
御
直
之
由
、
一
段
見
事
ニ
御
座
候
、
以
上
、

先
刻
も
尊
書
黍
奉
存
候
、
然
者
又
三
郎
監
御
煩
追
日
御
快
気
之
由
、

か
様
成
目
出
度
御
事
御
座
有
間
敷
候
、
此
中
御
公
家
衆
御
下
向
付
、

何
角
不
得
隙
候
故
、
御
物
遠
ニ
付
而
以
使
者
申
上
候
処
ニ
、
局
入

御
念
尊
墨
悉
奉
存
候
、
猶
期
拝
顔
之
時
候
、
恐
憧
謹
一
一
一
ロ
、

「
朱
カ
キ
」

「
寛
竺
一
年
」
霜
月
廿
九
日

利
勝
(
花
押
)

土
井
大
炊
頭

i主
家子
久と
様

尊
報

利
勝

「
古
御
文
書
甘
七
巻
中
」
「
家
久
公
御
鰭
中
ニ
在
リ
L

今
朝
者
被
潟
召
寄
、
種
ミ
御
懇
意
之
段
悉
奉
存
候
、
尤
以
参
上
御

巻77

櫨
可
申
上
候
得
共
、
堅
無
用
之
由
任
御
意
、
不
能
其
儀
候
、
乍
自

由
帰
御
礼
一
筆
致
啓
上
候
、
恐
憧
謹
言
、

「
朱
カ
キ
」

「
寛
永
二
年
」
極
月
十
四
日

在

住量=，__ 
薩
摩
守
様

人
と

御
中

ノ

嫡
子
又
三
郎
忠
元
有
病
、
於
是
蒙

寸
家
久
公
御
譜
中
」

登

瞥
奉
謝
之
失
、

1897 

正
勝
(
花
押
)

稲
葉
丹
後
守

正
勝

雨
御
所
御
懇
之
命
、
因
家
久

以
上

「
古
御
文
書
廿
七
巻
中
」
「
家
久
公
御
譜
中
ニ
在
リ
」

貴
礼
拝
見
仕
候
、
何
又
三
郎
殿
御
煩
ニ
付
而
、
従

詑
之
段
ミ
悉
被
思
食
、
見
御
礼
今
日
西
之
丸
江
御
登
城
之
由
、
奉

雨
御
所
様
御

得
其
意
候
、
将
軍
様
者
今
日
御
鷹
野
へ
被
潟
成
候
問
、
明
日
と
も

御
出
仕
可
然
御
坐
候
ハ
ん
哉
、
委
細
自
是
御
左
右
可
申
上
候
、
恐

「憧

詰警
永キ百一」、
年

十

月
十
八
日

忠
世
(
花
押
)

831 



i主
薩子
摩よ
守
様

貴
報

酒
井
雅
楽
頭

忠
世

832 



文

書

目

録



834 

例

こ
の
目
録
は
、
本
巻
に
収
め
ら
れ
た
文
書
・
記
録
・
記
事
の
全
部
を
、
底
本
の
配
列
に
従
い
、
通
し
番
号
を
付
し
て
収
録
し
た
も
の

で
あ
る
。

文
書
は
、
番
号
の
ほ
か
、
年
月
日
、
文
書
題
を
記
載
し
、
記
録
・
記
事
は
、
年
月
日
の
欄
に
(
記
録
又
は
記
事
)
と
記
し
、
題
を
付

し
た
。文

書
の
年
月
日
の
う
ち
、
原
文
書
記
載
の
年
紀
は
そ
の
ま
ま
と
し
、
補
筆
(
朱
書
ま
た
は
朱
カ
キ
の
注
あ
り
)
の
年
紀
は
(

で

囲
み
、
疑
義
の
あ
る
も
の
は
「

」
で
囲
ん
で
区
別
し
た
。

年
紀
を
欠
く
も
の
の
う
ち
、
推
定
し
う
る
も
の
は
門

〕
で
囲
ん
だ
。

月
の
異
称
は
数
字
に
改
め
た
が
正
月
、
朔
日
、
晦
日
な
ど
は
そ
の
ま
ま
残
し
た
。
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長長 長 長長長 長 長長長長長長長長長 年

巻
五
十
九十

年
)

十
年
)

十
年

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十十十
年年年

十
年

十
年
)

十
年
)

月
(
記
事
)

正
月
三
日

正
月
八
日

正
月
十
日

正
月
十
日

正
月
十
一
日

正
月
十
一
日

正
月
廿
四
日

二
月
十
三
日

(
記
事
)

二
月
廿
日

(
記
事
)

二
月
廿
一
日

二
月
廿
一
日

二
月
廿
二
日

(
記
事
)

二
月
廿
七
日

(
記
録
)

三
月
五
日

三
月
十
一
日

(
記
事
) 日

文

題

書

島
津
家
久
譜

本
多
正
純
書
状

昭
高
院
如
雪
間
書
状

白
山
神
領
知
行
目
録

島
津
竜
伯
浦
書
状

島
津
惟
新
一
官
官
状

徳
川
家
康
御
内
書

飛
鳥
井
雅
庸
書
状

近
衛
竜
山
浦
書
状

山
口
直
友
書
状

島
津
家
久
譜

福
島
正
則
書
状

島
津
家
久
譜

片
桐
且
元
書
状

片
桐
貞
隆
書
状

山
口
直
友
書
状

棒
山
久
高
譜

菜
覚
書

棒
山
紹
剣
自
記

本
田
正
親
書
状

本
多
正
純
書
状

島
津
家
久
譜

番

号二
三
(
慶
長

二
四

二
五

一一六
二
七
(
慶
長

二
八
(
慶
長

二
九

三
O
(慶
長

三
一
(
慶
長

三
二
(
慶
長

三
三
(
慶
長

三
四
(
慶
長

三
五

一
二
ム
ハ

三
七
(
慶
長

三
八
(
慶
長

三
九

四
O

四
一

回
二

四
三

四
四
(
慶
長

四
五

年

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年

十
年
)

十
年
)

十
年
)

月
三
月
十
九
日

(
記
事
)

三
月
廿
三
日

(
記
事
)

三
月
廿
六
日

三
月
廿
七
日

(
記
事
)

三
月
廿
七
日

三
月
廿
八
日

三
月
廿
七
日

三
月

四
月
)
朔
日

四
月
二
日

四
月
朔
日

四
月
三
日

四
月

〈
記
事
)

(
記
事
)

七
日

(
記
事
)

四
月
十
七
日

(
記
事
) 日

文

題

書

島
津
忠
恒
一
言
状

北
郷
久
加
譜

島
津
竜
伯
書
状

島
津
家
久
譜

本
多
正
純
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
譜

飛
鳥
井
雅
庸
書
状

飛
鳥
井
雅
庸
害
状

飛
鳥
井
雅
庸
書
状

島
津
義
久
書
状
案

近
衛
信
事
J

害
状

慶
長
九
年
・
十
年
公
用
出
物
控

山
口
直
友
書
状

島
津
惟
新
害
状

島
津
竜
伯
書
状
案

島
津
家
久
譜

島
津
常
久
譜

島
津
家
久
書
状

島
津
常
久
譜

島
津
家
久
起
請
文
案

西
洞
院
時
直
書
状

殉
国
名
薮

835 
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長長長長長 長長長長 長長長 長 長 長 長 長

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
}

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

四
月
廿
一
日

四
月
廿
六
日

(
記
事
)

四
月
廿
七
日

四
月
廿
八
日

(
記
事
)

四
月
廿
八
日

五
月
二
日

五
月
四
日

(
記
事
)

五
月
八
日

(
記
事
)

五
月
十
四
日

(
記
事
)

五
月
十
八
日

(
記
事
)

五
月
廿
一
白

六
月
一
日

六
月
十
九
日

六
月
十
九
日

(
記
事
)

六
月
廿
五
日

六
月
廿
九
日

島
津
忠
恒
書
状

徳
川
家
康
御
内
書

島
津
家
久
譜

伊
藤
某
書
状

飛
鳥
井
雅
庸
書
状

島
津
家
久
譜

伊
勢
貞
知
書
状

山
口
直
友
書
状

島
津
惟
新
書
状

島
津
常
久
譜

徳
川
秀
康
書
状

島
津
家
久
譜

古
田
重
勝
数
寄
座
覚
書

徳
川
秀
忠
御
内
書

島
津
家
久
譜

山
口
直
友
書
状

島
津
家
久
譜

島
津
竜
伯
書
状

島
津
義
久
一
詠
草

島
津
惟
新
書
状

島
津
竜
伯
書
状

島
津
竜
伯
書
状

島
津
常
久
譜

山
口
直
友
書
状

小
林
家
孝
書
状

七
一
(
慶
長

七
二

七
三
「
慶
長

七
四
(
慶
長

七
五

七
六
〈
慶
長

七
七
(
慶
長

七
八

J

七
九

八
O

八
一
慶
長

八
二

八
三
(
慶
長

八
四
(
慶
長

八
五
(
慶
長

八
六
(
慶
長

八
七

八
八
(
慶
長

八
九
(
慶
長

九
O
(慶
長

九一九
二
(
慶
長

九
三
(
慶
長

九
四

九
五

十
年
〉

十
年
」

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年

十
年
V

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十十
年 年

七
月

(
記
事
)

七
月
吉
日

七
月
九
日

(
記
事
)

七
月
十
一
日

七
月
十
七
日

(
記
事
)

十
七
日

(
記
事
)

七
月
十
七
日

(
記
事
)

七
月
十
九
日

七
月
廿
一
日

七
月
廿
一
日

七
月
廿
二
日

(
記
事
)

七
月
廿
八
日

七
月
廿
八
日

八
月
一
日

(
記
事
)

八
月
八
日

八
月

(
記
事
)

(
記
事
)

島
津
義
久
書
状
案

児
玉
実
相
譜

児
玉
実
相
願
文

近
衛
前
久
書
状

島
津
家
久
譜

鎌
田
政
近
書
状

島
津
忠
恒
書
状

島
津
常
久
譜

島
津
忠
恒
書
状

島
津
常
久
譜

樺
山
久
高
・
鎌
田
政
近
連
署
感
状

島
津
家
久
譜

飛
鳥
井
雅
胤
書
状

山
口
直
友
害
状

山
口
直
友
書
状

島
津
惟
新
書
状

島
津
家
久
譜

本
多
正
純
書
状
案

本
多
正
純
書
状
案

福
島
正
則
書
状

島
津
常
久
譜

本
多
正
信
書
状

島
津
竜
伯
書
状
案

島
津
家
久
譜

島
津
家
久
譜

836 
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長長長 長長長 長長長長長長長長長長長

十
年
)

十
年
」

十
年
」

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

十
年
)

八
月
十
五
日

八
月
十
九
日

八
月
十
九
日

八
月

九
月
三
日

九
月
五
日

九
月

九

月

日

九
月
十
三
日

九
月
十
三
日

九
月
十
五
日

(
記
事
〉

九
月
十
五
日

(
記
事
〉

九
月
十
六
日

九
月
十
七
日

(
記
事
)

九
月
廿
五
日

九
月
廿
五
日

(
記
事
)

(
記
事
〉

十
年
)
九
月
晦
日

十
年
)
十
月
十
一
日

十
年
)
十
一
月
朔
日

松
浦
鎮
信
書
状

山
口
直
友
書
状

山
口
直
友
書
状

島
津
義
久
書
状
案

徳
川
秀
忠
御
内
書

本
多
正
純
書
状

島
津
義
久
書
状
案

島
津
義
久
書
状
案

徳
川
秀
忠
御
内
書

本
多
正
信
書
状

亨
徳
院
正
純
書
状

島
津
家
久
譜

山
口
直
友
書
状

島
津
常
久
譜

島
津
忠
恒
書
状

本
多
正
信
書
状

島
津
家
久
譜

本
多
正
信
・
大
久
保
忠
燐
連
署
状

本
多
正
信
書
状

島
津
義
久
詠
草

島
津
義
久
譜

島
津
家
久
譜

米
津
某
・
板
倉
勝
重
連
署
状

古
田
重
然
書
状

山
口
直
友
覚
書

一一一一
二
三
〈
慶
長

一
二
三

一
一
一
四
(
慶
長

一
二
五
(
慶
長

一
二
六
(
慶
長

一
二
七
(
慶
長

一
一
一
八
(
慶
長

一
二
九
(
慶
長

一三
O
(慶
長

一
三
一
(
慶
長

一
三
二
(
慶
長

一
一
二
三
(
慶
長

一
三
四
慶
長

一
三
五

一一ニムハ

一
三
七

二
二
八
(
慶
長

一
三
九
(
慶
長

一
四
O

一
四
一
(
慶
長

一
四
二

一
四
三
(
慶
長

(
記
事
)

十
年
)
十
一
月
二
日

(
記
事
)

十
年
)
十
一
月
五
日

十
年
)
十
一
月
十
一
日

十
年
〉
十
一
月
十
一
日

十
年
)
十
月
十
九
日

十
年
)
十
一
月
廿
日

十
年
)
十
一
月
廿
日

十
年
)
十
一
月
廿
日

十
年
)
十
一
月
晦
日

十
年
〉
十
二
月
五
日

十
年
)
十
二
月
六
日

十
年
十
二
月
十
一
日

十
年
)
十
二
月
十
六
日

十
年
)
十
二
月
十
八
日

(
記
事
)

十
年
)
十
二
月
廿
日

十
二
月
廿
一
日

十
年
)
十
二
月
廿
一
日

島
津
家
久
譜

本
多
正
信
書
状

島
津
常
久
譜

小
林
家
孝
書
状

相
良
頼
一
房
丘
町
書
状

島
津
忠
恒
書
状

島
津
竜
伯
書
状

向
井
忠
勝
書
状

久
永
重
勝
書
状

久
永
重
勝
・
向
井
忠
勝
連
署
状

徳
川
秀
忠
御
内
書

山
口
直
友
書
状

寺
沢
広
忠
献
書
状

飯
野
白
鳥
権
現
社
棟
札

島
津
竜
伯
詠
草

島
津
竜
伯
袖
判
伊
集
院
抱
節
猷

.
山
田
一
埋
安
儲
連
署
託
状

島
津
竜
伯
袖
判
伊
集
院
抱
節
・
山

田
理
安
達
署
証
状

島
津
義
久
書
状
案

留
守
中
置
目
条
書

島
津
義
久
譜

山
口
直
友
書
状

徳
川
秀
忠
御
内
書

本
多
正
信
書
状

837 



一
四
四
(
慶
長

一
四
五

一
四
六
(
慶
長

一
四
七
(
慶
長

一
四
八
(
慶
長

一
四
九
(
慶
長

一
五
O
(慶
長

一
五
一
慶
長

一
五
二

一
五
三

一
五
四

一
五
五
(
慶
長
十
一
年
)

一
五
六
(
慶
長
十
一
年
)

一
五
七
(
慶
長
十
年
)

一
五
八

一
五
九

二
ハ
O

慶
長
十
一
年

二
ハ
一
慶
長
十
一
年

一
六
二
(
慶
長
十
一
年
)

一
六
一
二
(
慶
長
十
一
年
)

二
ハ
四

二
ハ
五
(
慶
長
十
一
年
)

二
ハ
六

二
ハ
七
(
慶
長
十
一
年
)

十
年
)
十
二
月
廿
五
日

(
記
事
)

十
年
〉
十
二
月
廿
六
日

十
年
)
十
二
月
廿
八
日

十
年
)
十
二
月
廿
八
日

十
年
)
十
二
月
廿
九
日

十
年
)
十
二
月
廿
九
日

十

年

晦

日

〈
記
事
)

(
記
事
)

巻
六
十

正
月
二
日

正
月
四
日

正
月
九
日

正
月
十
一
日

(
記
事
)

正
月

正
月

正
月
廿
四
日

正
月
廿
七
日

〈
記
事
)

二
月

二
月
十
三
日

二
月
十
一
日

徳
川
家
康
御
内
書

島
津
家
久
譜

本
多
正
純
書
状

徳
川
家
康
御
内
書

本
田
親
存
書
状

本
多
正
信
書
状

徳
川
家
康
御
内
書

伊
勢
貞
日
目
起
請
文

慶
長
十
年
国
府
衆
中
交
名

得
能
氏
記
録

国
老
用
人
記

徳
川
秀
忠
御
内
書

徳
川
家
康
御
内
室
田

島
津
惟
新
一
明
書
状

島
津
忠
恒
一
官
官
状

島
津
家
久
譜

島
津
義
弘
復
書

島
津
義
弘
答
書

島
津
忠
恒
書
状

島
津
竜
伯
空
一
問
状

島
津
家
久
譜

島
津
義
久
書
状
案

島
津
義
久
書
状
案

島
津
惟
新
書
状
案

ニ
ハ
八

二
ハ
九
(
慶
長
十
一
年
)

一
七
O
(慶
長
十
一
年
)

一
七
一
慶
長
十
一
年

一
七
二
(
慶
長
十
一
年
)

一
七
三

一
七
四
(
慶
長
十
一
年
)

一
七
五

一
七
六
(
慶
長
十
一
年
)

一
七
七

一
七
八
(
慶
長
十
一
年
)

一
七
九

一八
O

慶
長
十
一
年

一
八
一
(
慶
長
十
一
年
)

一
八
二
慶
長
十
一
年

一
八
三

一
八
四
(
慶
長
十
一
年
)

一
八
五
(
慶
長
十
一
年
)

一
八
六

一
八
七

一
八
八
(
慶
長
十
一
年
)

一
八
九
(
慶
長
十
一
年
)

一九
O
(慶
長
十
一
年
)

一
九
一
(
慶
長
十
一
年
)

(
記
事
)

二
月
十
五
日

二
月
廿
六
日

三
月
四
日

三
月
十
一
日

(
記
事
)

三
月
廿
七
日

(
記
事
)

三
月
廿
七
日

(
記
事
)

三
月
廿
八
日

(
記
事
)

四
月
吉
日

四
月
一
日

四
月
一
日

(
記
事
)

四
月
二
日

四
月
四
日

(
記
事
)

四
月
八
日

四
月
九
日

四
月
九
日

四
月
十
四
日

四
月
十
六
日

島
津
家
久
譜

島
津
忠
恒
書
状

秋
月
種
長
書
状

詠
花
有
喜
色
和
歌

山
口
直
友
害
状

島
津
家
久
譜

島
津
家
久
書
状
案

島
津
家
久
譜

本
多
E
純
書
状

島
津
家
久
譜

本
多
正
信
書
状

島
津
以
久
譜

島
津
竜
伯
書
下

島
津
惟
新
書
状

瀬
戸
口
勧
之
丞
外
二
名
連
署
起
請

文島
津
家
久
譜

島
津
惟
新
書
状

山
口
直
友
書
状

島
津
家
久
譜

島
津
忠
侵
害
状

昭
高
院
如
雪
問
書
状

某
書
状

島
津
惟
新
書
状

島
津
竜
伯
書
状

8お



一
九
二
(
慶
長
十
一
年
)

一
九
一
二
(
慶
長
十
一
年
)

一
九
四
(
慶
長
十
一
年
)

一
九
五

一
九
六
(
慶
長
十
一
年
)

一
九
七
(
慶
長
十
一
年
)

一
九
八

一
九
九
(
慶
長
十
一
年
)

二
O
O
(慶
長
十
一
年
)

二
O
一
(
慶
長
十
一
年
)

二
O
ニ
慶
長
十
一
年

二
O
三
(
慶
長
十
一
年
V

二
O
四
(
慶
長
十
一
年
)

ニ
O
五
慶
長
十
一
年

二
O
六

慶
長
十
一
年

二
O
七

慶
長
十
一
年

二
O
八

二
O
九

二一

O
(慶
長
十
一
年
)

二
一
一
(
慶
長
十
一
年
〉

二
一
一
一
(
慶
長
十
一
年
)

二
一
三
(
慶
長
十
一
年
)

四
月
十
六
日

四
月
十
六
日

四
月
十
六
日

(
記
事
)

四

月

廿

日

四
月
廿
二
日

(
記
事
)

四
月
廿
三
日

四
月
廿
三
日

四
月
廿
七
日

四

月

吉

日

四

月

晦

日

五
月
朔
日

五
月
二
日

五
月

五
月

(
記
事
〉

五
月
十
七
日

五
月
廿
一
日

五
月
廿
五
日

五
月
廿
八
日

六

月

朔

日 日

昭
高
院
如
雪
書
状

島
津
竜
伯
書
状

島
津
竜
伯
書
状

島
津
家
久
譜

山
口
直
友
書
状

島
津
惟
新
害
状

島
津
家
久
譜

飛
鳥
井
雅
胤
書
状

某
書
状

徳
川
秀
忠
御
内
書

新
納
拙
斎
鵡
署
判
知
行
目
録

飛
鳥
井
雅
庸
書
状

島
津
惟
新
書
状

伊
集
院
抱
節
・
山
田
理
安
達

署
領
知
目
録

伊
集
院
抱
節
・
山
田
理
安
達
署
知

行
地
割
目
録

伊
集
院
抱
節
・
山
田
理
安
連
署
知

行
名
寄
目
録

島
津
家
久
譜

安
藤
直
次
書
状

島
津
竜
伯
書
状

長
谷
川
藤
広
書
状

島
津
竜
伯
書
状

島
津
忠
恒
書
状

日

二
一
四
(
慶
長
十
一
年
)

二
一
五
(
慶
長
十
一
年
)

一一一・六

二
一
七
(
慶
長
十
一
年
)

二
一
八

二
一
九
(
慶
長
十
一
年
)

二
二

O

二
二
一
(
慶
長
十
一
年

二
二
二
(
慶
長
十
一
年
)

二
二
三
(
慶
長
十
一
年
)

二
二
四

二
二
五

二
二
六
(
慶
長
十
一
年
)

二
二
七

二
二
八
(
慶
長
十
一
年
)

二
二
九
慶
長
十
一
年

二
三

O

一
一
三
一
(
慶
長
十
一
年
)

二
三
二
(
慶
長
十
一
年
)

二
一
二
三
(
慶
長
十
一
年
)

二
三
四
(
慶
長
十
一
年
)

二
三
五
(
慶
長
十
一
年
)

二
三
六
(
慶
長
十
一
年
)

二
三
七

二
三
八

六
月
五
日
山
口
直
友
書
状

六
月
五
日
島
津
惟
新
書
状

(
記
事
)
島
津
家
久
譜

六
月
六
日
島
津
忠
恒
書
状

(
記
事
〉
島
津
家
久
譜

六
月
十
一
日
島
津
竜
伯
書
状

(
記
事
)
島
津
家
久
譜

六
月
十
七
日
)
徳
川
家
康
一
字
書
出

六
月
十
四
日
島
津
忠
恒
書
状

六
月
十
七
日
山
口
直
友
書
状

(
記
事
)
島
津
家
久
伝
記

六
月
十
八
日
本
多
正
純
書
状

六
月
十
八
日
島
津
惟
新
書
状

(
記
事
)
島
津
家
久
譜

六
月
十
九
日
理
性
院
観
助
書
状

六
月
吉
田
池
田
某
覚
書

(
記
事
)
島
津
家
久
譜

六
月
廿
四
日
昭
高
院
如
雪
書
状

六
月
廿
四
日
島
津
家
久
書
状

六
月
廿
五
日
近
衛
竜
山
笠
宮
状

六
月
廿
八
日
飛
鳥
井
雅
庸
書
状

六
月
廿
八
日
飛
鳥
井
雅
庸
書
状

六
月
廿
九
日
飛
鳥
井
雅
庸
書
状

(
記
事
)
島
津
忠
長
譜

(
記
事
)
島
津
忠
倍
譜

839 



二一一一九

二
四
O

慶
長
十
一
年

四

慶
長
十
一
年

二
四
二

二
四
三
(
慶
長
十
一
年
)

二
四
四
(
民
長
十
一
年
)

二
四
五
慶
長
十
一
年

二
四
六
(
慶
長
十
一
年
)

二
四
七
(
慶
長
十
一
年
)

二
四
八

二
四
九
(
慶
長
十
一
年
)

二
五

O
(慶
長
十
一
年
)

二
五
一
慶
長
十
一
年

二
五
二

二
五
三
(
慶
長
十
一
年
)

二
五
四
慶
長
十
一
年

二
五
五

二
五
六

二
五
七
〈
慶
長
十
一
年
〉

二
五
八
(
慶
長
十
一
年
)

二
五
九
(
慶
長
十
一
年
)

二
六
O
(慶
長
十
一
年
〉

二
六
一
〈
慶
長
十
一
年
)

七
月

七
月

(
記
事
)

七
月
三
日

七
月
九
日

廿
二
日

七
月
十
六
日

七
月
十
七
日

(
記
事
)

七
月
十
九
日

七
月
廿
一
日

七
月
廿
三
日

(
記
事
)

八
月
四
日

八
月
十
一
日

(
記
事
)

(
記
事
〉

九
月
三
日

九
月
六
日

九
月
九
日

九
月
九
日

九
月
十
七
日

二
日

島
津
尚
久
一
流
系
図

伊
集
院
抱
鮪
・
山
田
理
安
連
署
証

状伊
集
院
抱
節
・
山
田
理
安
連
署
託

状島
津
家
久
譜

長
谷
川
藤
広
書
状

飛
鳥
井
雅
庸
書
状

島
津
家
久
公
帖

島
津
惟
新
書
状

本
多
正
信
書
状

島
津
家
久
譜

飛
鳥
井
雅
庸
書
状

島
津
竜
伯
書
状

伊
奈
忠
次
外
二
名
連
署
捉
書

島
津
家
久
譜

土
井
利
勝
書
状

棒
山
忠
真
外
四
七
名
連
署
起
請
文

新
納
忠
元
勲
功
記

島
津
家
久
譜

山
口
直
友
書
状

本
多
正
純
書
状

徳
川
家
康
御
内
書

島
津
惟
新
書
状

徳
川
秀
忠
御
内
書

日

二
六
二
(
慶
長
十
一
年
)
九
月
廿
日

二
六
三
(
慶
長
十
一
年
)
九
月
廿
九
日

二
六
四
〈
慶
長
十
一
年
)
十
月
七
日

二

六

五

(

記

事

〉

二
六
六
(
慶
長
十
一
年
)
十
月
十
日

二
六
七
〈
慶
長
十
一
年
)
十
月
十
六
日

二
六
八
〈
慶
長
十
一
年
)
十
一
月
六
日

二
六
九
慶
長
十
一
年
十
一
月
七
日

二
七

O

(

記
事
)

二
七
一
「
慶
長
十
一
年
」
十
二
月
十
日
日

二
七
二
(
慶
長
十
一
年
)
十
二
月
十
一
日

二

七

三

(

記

事

)

二

七

四

十

一

月

十

五

日

二

七

五

(

記

事

)

二
七
六
(
慶
長
十
一
年
)
十
一
月
十
九
日

二
七
七
慶
長
十
一
年
十
一
月
廿
三
日

二

七

八

(

記

事

)

二

七

九

十

一

月

廿

五

日

二
八
O

十
一
月
廿
五
日

二

八

一

十

一

月

廿

五

日

二

八

二

十

一

月

廿

五

日

二

八

三

十

一

月

廿

六

日

二

八

四

十

一

月

廿

六

日

二

八

五

十

一

月

廿

六

日

二

八

六

十

一

月

廿

六

日

慶
長
十
一
年

慶
長
十
一
年

慶
長
十
一
年

慶
長
十
一
年

慶
長
十
一
年

慶
長
十
一
年

慶
長
十
一
年

慶
長
十
一
年

本
多
正
信
書
状

島
津
家
久
害
状

山
口
直
友
書
状

島
津
家
久
譜

山
口
直
友
書
状

島
津
義
久
書
状
案

桑
山
幸
晴
書
状

新
納
拙
斎
切
符

島
津
家
久
譜

山
口
直
友
書
状

(
飛
鳥
井
雅
胤
}

難
波
宗
勝
書
状

島
津
常
久
譜

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
譜

島
津
家
久
書
状

検
地
帳
請
取
状

島
津
家
久
譜

犬
追
物
手
組

犬
追
物
手
組

犬
追
物
手
組

犬
追
物
手
組

犬
追
物
手
組

犬
追
物
手
組

犬
追
物
手
組

犬
追
物
手
組

840 



二
八
七
慶
長
十
一
年
十
一
月
廿
六
日

二
八
八
慶
長
十
一
年
十
一
月
廿
六
日

二
八
九
慶
長
十
一
年
十
一
月
廿
六
日

二
九
O

慶
長
十
一
年
十
一
月
廿
六
日

二
九
一
慶
長
十
一
年
十
一
月
廿
七
日

二
九
二
慶
長
十
一
年
十
一
月
廿
七
日

二
九
三
慶
長
十
一
年
十
一
月
廿
七
日

ニ
九
四
慶
長
十
一
年
十
一
月
廿
七
日

二
九
五
慶
長
十
一
年
十
一
月
廿
七
日

二
九
六
慶
長
十
一
年
十
一
月
廿
七
日

二
九
七
慶
長
十
一
年
十
一
月
廿
七
日

二
九
八
慶
長
十
一
年
十
一
月
廿
七
日

二
九
九
慶
長
十
一
年
十
一
月
廿
七
日

三
O
O
慶
長
十
一
年
十
一
月
封
一
問
団
日

三
O
一
(
慶
長
十
一
年
)
十
一
月
廿
八
日

三
O
二

(

記

事

)
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日
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)
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五

(
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)
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O
六

三
O
七

(

記
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八
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十
一
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)
十
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月
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日
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O
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十
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月
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日
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O
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長
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年
十
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日
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一
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長
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日
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物
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手
組
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物
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手
組
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手
組
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手
組
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手
組
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手
組
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追
物
手
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追
物
手
組
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奉
行
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権
左
衛
門
家
蔵
文
書

犬
追
物
覚
書

島
津
家
久
譜

島
律
家
久
書
下

北
郷
忠
能
譜

島
津
歳
久
譜

島
津
竜
伯
外
三
名
詠
草

島
津
家
久
譜

土
井
利
勝
・
本
多
正
純
連
署
状

福
島
正
則
書
状
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納
忠
元
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行
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付
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久
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一
四

慶
長
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年

慶
長
十
一
年
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一

慶
長
十
二
年

三
一
五
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三
一
七
(
慶
長
十
二
年
)

三
一
八

三
一
九
(
慶
長
十
二
年
)

三
二
O

三三
ニ
ニ
慶
長
十
二
年

一=三ニ一コ三二一ご三ニ(鐙長十二年)

三
二
四
(
慶
長
十
二
年
)

三
二
五
(
慶
長
十
二
年
)

三
二
六
(
慶
長
十
二
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)

三
二
七
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二
八
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長
十
二
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九
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慶
長
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二
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)
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O
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長
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二
年
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三
三
三
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長
十
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年
)

三
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四
慶
長
十
二
年

三
三
五
慶
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二
年

十
二
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廿
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日

十
二
月
廿
六
日

(
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事
)
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月
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月
十
一
日
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記
事
)
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月
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日
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記
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)
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三
日

二
月
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五
日
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月
廿
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日
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月
廿
六
日
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月
二
日

三
月
十
二
日

(
記
事
)

三
月
十
六
日

三
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七
日

三
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廿
六
日

(
記
事
)

(
記
事
)

三
月
廿
七
日

四
月
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日

四
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日
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家
久
判
物

島
津
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記
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島
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家
久
書
状
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忠
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納
拙
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追
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書
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三
五
五
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三
五
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)
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廿
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三

五
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五
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五
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新
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)
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書
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書
状

山
口
直
友
書
状

本
田
元
親
指
出

新
納
為
舟
害
状

徳
川
秀
忠
御
内
書

樺
山
久
高
譜

得
能
氏
記
録

日日

加
治
木
御
日
記

本
多
正
信
書
状

喜
入
忠
続
譜

島
津
家
久
追
悼
詩

島
津
家
久
外
十
一
名
追
悼
和
歌

山
口
直
友
書
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日

十
月
十
五
日

十
月
十
七
日

本
多
正
純
一
墨
田
状

土
井
利
勝
書
状

島
津
家
久
書
状

泉
哲
外
二
名
連
署
起
請
文
前
書

最
上
家
親
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
譜

島
津
家
久
起
請
文
前
書

本
多
正
純
起
請
文

某
起
請
文
前
書
案

内
田
直
定
起
請
文

教
訪
頼
満
害
状

某
覚
書

島
津
家
久
譜

本
多
正
純
害
状

本
多
正
純
書
状

比
志
島
国
貞
書
状

狗
留
孫
山
端
山
寺
由
緒

井
伊
直
継
髄
査
一
回
状

島
律
家
久
害
状

花
山
院
定
照
書
状

島
津
久
信
譜

山
口
直
友
害
状

近
衛
信
現
ノ
書
状

大
炊
御
門
経
頼
書
状
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七
六
ニ
(
慶
長
十
五
年
)
十
月
十
九
日

七
六
三
(
慶
長
十
五
年
)
十
月
廿
三
日

七

六

四

十

月

廿

五

日

七
六
五
慶
長
十
五
年
十
月
廿
五
日

七
六
六
慶
長
十
五
年
十
月
廿
二
日

七
六
七
(
慶
長
十
五
年
)
十
一
月
三
日

七
六
八
(
慶
長
十
五
年
)
十
一
月
七
日

七

六

九

(

記

事

)

七
七

O

(

記
事
)

七
七
一
(
慶
長
十
五
年
)
十
一
月
廿
三
日

七
七
二
慶
長
十
五
年
十
一
月
廿
六
日

七

七

三

(

記

事

)

七

七

四

(

記

事

)

七
七
五
(
慶
長
十
五
年
)
十
二
月
十
一
日

七

七

六

(

記

事

)

七
七
七
(
慶
長
十
五
年
)
十
二
月
十
二
日

七
七
八
(
慶
長
十
五
年
)
十
二
月
十
五
日

七

七

九

(

記

事

)

巻
六
十
六

七
八

O

慶
長
十
六
年

七
八
一
慶
長
十
六
年

七
八
二
(
慶
長
十
六
年
)

七
八
三
(
慶
長
十
六
年
)

七
八
四
(
慶
長
十
六
年
)

七
八
五

一
日

正
月
吉
田

正
月
三
日

正

月

五

日

正
月
十
日

(
記
事
)

飛
鳥
井
雅
庸
伝
授
状

島
津
惟
新
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
竜
伯
詠
草

島
津
竜
伯
外
六
名
詠
草

山
口
直
友
書
状

祥
寿
院
瑞
久
書
状

島
津
忠
長
譜

島
津
家
久
譜

本
多
正
純
書
状

島
津
竜
伯
追
悼
和
歌

新
納
忠
元
譜

新
納
忠
元
勲
功
記

正
源
院
某
書
状

島
津
家
久
譜

島
津
家
久
書
状

徳
川
秀
忠
御
内
書

得
能
氏
記
録

島
津
竜
伯
詠
草

島
津
義
弘
詠
草

徳
川
秀
忠
御
内
書

本
多
正
信
書
状

酒
井
忠
世
外
五
名
連
署
状

島
津
義
久
譜

七
八
六

七
八
七

七
八
八

七
八
九
(
慶
長
十
六
年
)

七
九
O

慶
長
十
六
年

七
九
一

七
九
二
(
慶
長
十
六
年
)

七
九
三

七
九
四
(
慶
長
十
六
年
)

七
九
五
慶
長
十
六
年

七
九
六
(
慶
長
十
六
年
)

七
九
七

七
九
八

七
九
九

ん
O
O
慶
長
十
六
年

八
O

一

八
O
二
(
慶
長
十
六
年
)

八
O
三

八
O
四
(
慶
長
十
六
年
)

八
O
五
(
慶
長
十
六
年
)

八
O
六
〈
慶
長
十
六
年
)

八
O
七
(
慶
長
十
六
年
)

八
O
八
慶
長
十
六
年

八
O
九

(
記
事
)

正
月
十
一
日

正
月
十
七
日

(
記
録
)

二
月
六
日

(
記
事
)

二
月
六
日

二
月
十
一
日

二
月
十
三
日

二
月
十
六
日

九
月
十
日

二
月
廿
日

(
記
事
)

一
一
月
廿
一
日

(
記
事
)

二
月
廿
一
日

三
月
六
日

三
月
八
日

コ
一
月
十
四
日

三
月
十
五
日

三
月
十
七
日

殉
国
名
薮

島
津
惟
新
・
喜
入
久
正
追
悼
歌

島
津
惟
新
追
悼
和
歌

中
山
王
警
官
状

蒲
池
某
・
本
田
親
王
連
署
達
書

加
治
木
御
日
記

徳
川
秀
忠
御
内
書

島
津
家
久
譜

板
倉
勝
重
書
状

棒
山
久
高
・
比
志
島
国
貞
連
署
提

書徳
川
秀
忠
御
内
書

(
某
)
為
俊
追
悼
和
歌

浜
田
経
重
置
文

島
津
竜
伯
外
六
名
詠
草

殉
死
者
交
名

島
津
家
久
譜

本
多
正
純
書
状

島
津
家
久
譜

本
多
正
純
書
状

島
津
家
久
書
状

山
口
直
友
書
状

喜
入
忠
政
外
二
名
連
署
状

樺
山
久
高
・
比
志
島
国
貞
連
署
状

徳
川
秀
忠
御
内
書
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八一

O
「
慶
長
十
六
年
」

八
一
一

八
一
二

八
ご
ニ
(
慶
長
十
六
年
)

八
一
回
慶
長
十
六
年

八
一
五
(
慶
長
十
六
年
)

八
二
ハ
(
慶
長
十
六
年
)

八
一
七
〈
慶
長
十
六
年
〉

八
一
八
(
慶
長
十
六
年
〉

八
一
九

八
二
O
(慶
長
十
六
年
)

八
二
一
(
慶
長
十
六
年
)

八
二
二

八
二
三
(
慶
長
十
六
年
)

八
二
四
(
慶
長
十
六
年
)

八
二
五
(
慶
長
十
六
年
)

八
二
六
(
慶
長
十
六
年
)

八
二
七
(
慶
長
十
六
年
)

八
二
八

八
二
九
(
慶
長
十
六
年
)

八
三
O

八
三
一
(
慶
長
十
六
年
)

八
三
二
慶
長
十
六
年

八
三
三
(
慶
長
十
六
年
)

八
三
四
(
慶
長
十
六
年
)

三
月
廿
二
日

(
記
事
〉

三
月
廿
六
日

三
月
廿
七
日

三
月
舟
日

四
月
朔
日

四
月
十
二
日

四
月
十
五
日

(
記
事
)

四
月
廿
二
日

四
月
廿
二
日

(
記
事
)

四
月
廿
二
日

四
月
廿
六
日

五
月
二
日

五
月
四
日

五
月
五
日

五
月
十
日

(
記
事
)

五
月
十
六
日

五
月
十
日

五
月
廿
四
日

五
月
廿
五
日

市
来
家
繁
書
状

雑
抄

島
津
家
久
譜

竹
中
重
義
書
状

島
津
忠
の
臥
起
請
文

赤
井
忠
泰
害
状

島
津
惟
新
書
状

本
多
正
純
書
状

寺
沢
広
中
善
状

島
津
家
久
譜

青
山
成
重
書
状

近
衛
信
予
書
状

島
津
家
久
諮

小
林
家
孝
書
状

近
衛
信
ヂ
書
状

飛
鳥
井
雅
庸
害
状

山
口
直
友
書
状

豊
臣
秀
頼
書
状

宗
善
書
状

島
津
家
久
覚
書

島
津
家
久
譜

板
倉
勝
重
書
状

伊
集
院
元
巣
畝
知
行
目
録

徳
川
秀
忠
御
内
書

徳
川
秀
忠
御
内
書

八
三
五
(
慶
長
十
六
年
)

八
三
六
(
慶
長
十
六
年
)

八
三
七

八
三
八
(
慶
長
十
六
年
)

八
三
九
(
慶
長
十
六
年
)

八
四
O
(慶
長
十
六
年
)

八
四
一
慶
長
十
六
年

八
四
二

八
四
三
慶
長
十
六
年

八
四
四

白

円

八

)

八
四
五
(
慶
長
十
六
年
)

八
四
六

八
四
七

八
四
八
(
慶
長
十
六
年
)

八
四
九

八
五
O
〈
慶
長
十
六
年
)

八
五
一
(
慶
長
十
六
年
)

八
五
二
(
慶
長
十
六
年
)

八
五
三

八
五
回
(
慶
長
十
六
年
)

八
五
五
慶
長
十
六
年

八
五
六
(
慶
長
十
六
年
)

八
五
七
(
慶
長
十
六
年
)

八
五
八

五
月
廿
六
日

六
月
二
日

(
記
事
)

六
月
六
日

六
月
六
日

六
月
九
百

六
月
十
六
日

六
月
廿
日

六
月
廿
五
日

(
記
事
)

六
月
廿
九
日

(
記
事
)

七
月
十
九
日

七
月
廿
一
日

八
月
九
百

八
月
十
九
日

八
月
廿
六
日

九
月
二
日

〈
九
カ
)

四
月
二
日

九
月
四
日

九
月
十
日

九
月
十
一
日

九
月
十
五
日

(
記
事
)

山
口
直
友
書
状

山
口
直
友
書
状

島
津
家
久
譜

山
口
直
友
書
状

荒
木
元
満
書
状

島
津
家
久
害
状

平
田
宗
親
起
請
文
前
書

福
島
正
則
書
状

大
窪
某
外
二
名
連
署
銀
子
請
取
状

島
津
家
久
譜

山
口
直
友
書
状

島
津
家
久
譜

青
山
成
重
量
百
状

徳
川
秀
忠
御
内
書

島
津
惟
新
書
状

山
口
直
友
書
状

島
津
家
久
書
状

比
士
山
嶋
国
貞
・
伊
勢
貞
昌
連
署
状

島
津
家
久
書
状

徳
川
秀
忠
御
内
書

棒
山
久
高
外
四
名
連
署
琉
球
納
物

目
録

本
多
正
純
書
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
譜
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八
五
九
(
慶
長
十
六
年
)
九
月
十
六
日

八
六
O

慶
長
十
六
年
九
月
十
九
日

八

六

一

(

記

事

〉

八
六
二
慶
長
十
六
年
九
月

八

六

三

慶

長

十

六

年

九

月

廿

日

八
六
四
慶
長
十
六
年
九
月
廿
二
日

八

六

五

十

月

六

日

八

六

六

一

(

記

事

〉

八
六
七
(
慶
長
十
六
年
)
十
月
八
日

八
六
八
(
慶
長
十
六
年
)
十
月
十
二
日

八
六
九
(
慶
長
十
六
年
)
十
月
十
二
日

八
七
O

慶
長
十
六
年
十
月
十
八
日

八
七
一
慶
長
十
六
年
十
月
十
八
日

八

七

二

十

一

月

三

日

八

七

三

(

記

事

)

八
七
四
慶
長
十
六
年
十
月
廿
三
日

八
七
五
(
慶
長
十
六
年
〉
十
月
廿
五
日

八

七

六

(

記

事

)

八
七
七
(
慶
長
十
六
年
)
十
一
月
二
日

八

七

八

(

記

事

)

八
七
九
慶
長
十
六
年
十
一
月
十
八
日

八
八
O
〈
慶
長
十
六
年
)
十
一
月
廿
四
日

八
八
一
慶
長
十
六
年
十
一
月
廿
四
日

八
八
二
(
慶
長
十
六
年
)
十
二
月
十
六
日

八

八

三

(

記

事

)

安
藤
重
信
書
状

樺
山
久
高
外
三
名
連
署
錠
書

島
津
家
久
譜

中
山
王
尚
寧
起
請
文

雲
心
外
五
名
連
署
起
請
文

飯
野
狗
留
孫
山
権
現
棟
札

三
原
重
稜
書
状

島
津
家
久
譜

徳
川
秀
忠
御
内
書

本
多
正
信
書
状

本
多
正
信
書
状

島
津
家
久
奉
納
状

町
田
久
幸
外
二
名
連
著
書
下

伊
勢
貞
自
書
状

島
津
家
久
譜

町
田
久
幸
外
三
名
連
署
条
書

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
譜

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
譜

島
津
家
久
願
文

島
津
家
久
書
状

新
納
某
請
取
状

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
譜

八
八
四
(
慶
長
十
六
年
)
十
二
月
十
八
日

八
八
五
(
慶
長
十
六
年
)
十
二
月
廿
六
日

八

八

六

〈

記

事

)

八
八
七
(
慶
長
十
六
年
)
十
二
月
廿
八
日

巻
六
十
七

八
八
八
(
慶
長
十
七
年
)

八
八
九
(
慶
長
十
七
年
)

八
九
O

慶
長
十
七
年

八
九
一
慶
長
十
七
年

八
九
二
(
慶
長
十
七
年
)

八
九
三

八
九
四
(
慶
長
十
七
年
)

八
九
五
(
慶
長
十
七
年
)

八
九
六
(
慶
長
十
七
年
〉

八
九
七
(
慶
長
十
七
年
)

八
九
八
(
慶
長
十
七
年
)

八
九
九
(
慶
長
十
七
年
)

九
O
O
慶
長
十
七
年

九
O
一
(
慶
長
十
七
年
)

九
O
二
(
慶
長
十
七
年
)

九
O
三
(
慶
長
十
七
年
)

九
O
四
(
慶
長
十
七
年
)

九
O
五
慶
長
十
七
年

九
O
六

慶
長
十
七
年

正
月
廿
日

一
一
月
朔
日

二
月
九
日

三
月
二
十
日

三
月
廿
二
日

(
記
事
)

四
月
二
日

四
月
二
日

五
月
十
日

五
月
十
日

五
月
十
日

五
月
十
日

五
月
十
日

五
月
十
一
日

五
月
十
二
日

五
月
廿
日

六
月
四
百

六
月
十
六
日

六
月
十
七
日

本
多
正
純
書
状

徳
川
秀
忠
御
内
書

島
津
家
久
譜

揖
斐
政
長
書
状

山
口
直
友
金
田
状

中
井
正
清
害
状

沢
永
温
指
出

島
津
惟
新
書
状

町
田
久
幸
外
三
名
連
署
覚
書

島
津
家
久
譜

島
津
家
久
書
状

山
口
直
友
書
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
家
久
害
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
書
状

板
倉
勝
重
書
状

島
津
忠
mw
臥
・
同
菊
袈
裟
臥
連
署

起
請
文

町
田
久
幸
覚
書
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九
O
七
(
慶
長
十
七
年
)

九
O
八
(
慶
長
十
七
年
)

九
O
九
(
慶
長
十
七
年
)

九
一

O
(慶
長
十
七
年
)

九
一
一
(
慶
長
十
七
年
)

九
一
二

九
一
三
(
慶
長
十
七
年
)

九
一
四
(
慶
長
十
七
年
)

九
一
五
(
慶
長
十
七
年
〉

九
二
ハ
(
慶
長
十
七
年
〉

九
一
七
(
慶
長
十
七
年
)

九
一
八
〈
慶
長
十
七
年
)

九
一
九
(
慶
長
十
七
年
)

九
二
O
(慶
長
十
七
年
)

九
二
一
(
慶
長
十
七
年
)

九
二
二
(
慶
長
十
七
年
)

九
二
三

九
二
四
(
慶
長
十
七
年
)

九
二
五
(
慶
長
十
七
年
)

九
二
六
(
慶
長
十
七
年
)

九
二
七
(
慶
長
十
七
年
)

九
二
八
(
慶
長
十
七
年
〉

九
二
九
(
慶
長
十
七
年
)

九
三
O

慶
長
十
七
年

九
三
一
(
慶
長
十
七
年
)

六
月
廿
二
日

六
月
廿
二
日

六
月
廿
二
日

六
月
廿
五
日

七
月
四
日

(
記
事
〉

七
月
八
日

七
月
廿
五
日

七
月
廿
五
日

七
月
廿
五
日

七
月
廿
五
日

七
月
廿
五
日

七
月
廿
五
日

七
月
廿
五
日

七
月
廿
六
日

七
月
廿
八
日

〈
記
事
)

八
月
朔
日

八
月
二
日

八
月
三
日

八
月
四
日

八
月
六
日

八
月
六
日

八
月
六
日

八
月
七
日

島
津
義
弘
害
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
害
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
家
久
譜

板
倉
勝
童
書
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
書
状

近
衛
信
予
害
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
家
久
譜

徳
川
秀
忠
御
内
書

島
津
義
弘
書
状

相
良
頼
房
書
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
害
状

島
津
義
弘
害
状

禁
制
条
ミ

島
津
義
弘
書
状

九
三
ニ
(
慶
長
十
七
年
)

九
三
一
二
〈
慶
長
十
七
年
)

九
三
四
(
慶
長
十
七
年
)

九
三
五
〈
慶
長
十
七
年
)

九
三
六
(
慶
長
十
七
年
)

九
コ
一
七
(
慶
長
十
七
年
〉

九
三
八
(
慶
長
十
七
年
〉

九
三
九
(
慶
長
十
七
年
)

九
四
O
(慶
長
十
七
年
)

九
四
一
(
慶
長
十
七
年
〉

九
四
二
(
慶
長
十
七
年
)

九
四
三
(
慶
長
十
七
年
)

九
四
四
(
慶
長
十
七
年
)

九
四
五
〈
慶
長
十
七
年
)

九
四
六
(
慶
長
十
七
年
)

九
四
七
(
慶
長
十
七
年
)

九
四
八
(
慶
長
十
七
年
)

九
四
九

九
五
O
(慶
長
十
七
年
)

九
五
一
(
慶
長
十
七
年
)

九
五
二
(
慶
長
十
七
年
)

九
五
三

九
五
四
(
慶
長
十
七
年
)

九
五
五
(
慶
長
十
七
年
)

九
五
六
(
慶
長
十
七
年
)

八
月
八
日

八
月
八
日

八
月
八
日

八
月
十
日

八
月
十
三
日

八
月
十
五
日

八
月
十
七
日

八
月
十
七
日

八
月
十
七
日

八
月
十
七
日

八
月
廿
日

八
月
廿
日

八
月
廿
四
日

八
月
廿
七
日

九
月
二
日

九
月
三
日

九
月
六
日

九
月

九
月
十
日

九
月
十
日

九
月
十
一
日

九
月
十
一
日

九
月
十
二
日

九
月
廿
七
日

島
津
義
弘
書
状

本
多
正
信
害
状

太-多
E
信
害
状

酒
井
忠
世
書
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
書
状

本
多
正
純
書
状

安
藤
直
次
書
状

本
多
正
純
書
状

本
多
正
純
書
状

島
津
義
弘
書
状

某
覚
書

島
津
義
弘
害
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
害
状

中
井
正
清
書
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
忠
清
一
流
系
図

飛
鳥
井
雅
庸
書
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
害
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
害
状
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九
五
七
(
慶
長
十
七
年
〉
十
月

九
五
八
(
慶
長
十
七
年
)
十
月

九
五
九
(
慶
長
十
七
年
〉
後
十
月

九
六
O
(慶
長
十
七
年
)
十
月
十
一
日

九
六
一
(
慶
長
十
七
年
)
十
月
十
四
日

九
六
二
〈
慶
長
十
七
年
)
十
月
十
五
日

九

六

三

(

記

事

)

九
六
四
(
慶
長
十
七
年
)
十
月
廿
日

九
六
五
(
慶
長
十
七
年
)
十
月
廿
九
日

九
六
六
(
慶
長
十
七
年
)
閏
十
月
朔
日

九
六
七
(
慶
長
十
七
年
)
閏
十
月
二
日

九
六
八
(
慶
長
十
七
年
)
閏
十
月
二
日

九
六
九
(
慶
長
十
七
年
)
閏
十
月
二
日

九
七
O
(慶
長
十
七
年
)
後
十
月
三
日

九
七
一
(
慶
長
十
七
年
)
後
十
月
三
日

九
七
二
(
慶
長
十
七
年
)
間
十
月
十
二
日

九
七
一
一
一
(
慶
長
十
七
年
)
十
一
月
五
日

九
七
四
(
慶
長
十
七
年
)
十
一
月
廿
二
日

九
七
五
慶
長
十
七
年
十
一
月
廿
八
日

九
七
六
慶
長
十
七
年
十
一
月
廿
八
日

九
七
七

九
七
八
(
慶
長
十
七
年
)
十
二
月
廿
二
日

九
七
九
(
慶
長
十
七
年
)
十
二
月
廿
六
日

九
八
O
(慶
長
十
七
年
)
十
二
月
廿
八
日

二
日

二
日

九
日

島
津
義
弘
害
状

島
津
義
弘
書
状

五
代
某
・
日
高
某
連
署
銀
子
請
取

状山
口
直
友
害
状

和
久
某
書
状

島
津
義
弘
書
状

北
郷
忠
能
譜

本
多
正
純
害
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
惟
新
書
状

山
口
直
友
書
状

山
口
直
友
書
状

島
津
義
弘
害
状

島
津
義
弘
書
状

山
口
直
友
書
状

真
福
寺
僧
某
書
状

古
田
重
然
害
状

島
津
家
久
判
物

高
原
佐
野
宮
棟
札

島
津
家
久
息
男
譜

山
口
直
友
書
状

本
多
正
信
書
状

徳
川
秀
忠
御
内
書

九
八
一

九
八
一

九八一一

慶
長
十
七
年

巻
六
十
八

九
八
四

九
八
五

九
八
六
慶
長
十
八
年

九
八
七
(
慶
長
十
八
年
〉

九
八
八
(
慶
長
十
八
年
)

九
八
九
(
慶
長
十
八
年
)

九
九
O
(慶
長
十
八
年
)

九
九
一

九
九
二

九
九
三

九
九
四
(
慶
長
十
八
年
)

九
九
五
(
慶
長
十
八
年
)

九
九
六
慶
長
十
八
年

九
九
七

九
九
八
(
慶
長
十
八
年
)

九
九
九
(
慶
長
十
八
年
〉

一
0
0
0
(慶
長
十
八
年
)

一
O
O
一
(
慶
長
十
八
年
)

一
O
O
二
(
慶
長
十
八
年
)

一
O
O
三
(
慶
長
十
八
年
)

(
記
事
)

十
二
月

(
記
事
)

二
月
五
日

一
二
月
五
日

三
月
六
日

三
月
六
日

三
月
六
日

(
記
事
)

三
月

三
月
九
日

三
月
十
一
日

三
月
十
四
日

三
月
廿
日

=
一
月
掛
日

四
月
二
日

四
月
四
日

四
月
四
日

四
月
十
一
日

四
月
十
四
日

四
月
十
四
日

晦
日

島
津
家
久
譜

軍
衆
一
紙
目
録

軍
役
井
兵
具
注
文

島
津
義
久
譜

島
津
家
久
息
女
譜

成
正
院
頼
真
覚
書

難
波
宗
勝
酬
…
問
弁
書
状

飛
鳥
井
雅
庸
書
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
家
久
譜

島
律
家
久
書
状
案

島
津
家
久
害
状
案

某
覚
書

島
津
義
弘
書
状

比
士
山
嶋
国
貞
外
二
名
連
署
知
行
目

録島
津
義
弘
書
状

山
口
直
友
害
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
害
状

某
覚
書

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
書
状
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一O
O
四

一O
O
五

一
O
O六
慶
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十
八
年

一
O
O七
(
慶
長
十
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年
)

一
O
O八
慶
長
十
八
年

一
O
O九
(
慶
長
十
八
年
)

一O
一O

一
O
一
一
(
慶
長
十
八
年
)

一
O
一
二
(
慶
長
十
八
年
)

一
O
一
三
慶
長
十
八
年

一
O
一四

一
O
一
五
慶
長
十
八
年

一
O
一
六
慶
長
十
八
年

一
O
一七

一
O
一
八
(
慶
長
十
八
年
)

一
O
一
九
〈
慶
長
十
八
年
)

一
O
二
O
(慶
長
十
八
年
)

一
O
二一

一
O
二
二
慶
長
十
八
年

一O
二
三

一
O
二
四
(
慶
長
十
八
年
)

一
O
二
五
〈
慶
長
十
八
年
)

一O
二六~一種たさ

一
O
二
七
(
慶
長
十
八
年
)

四
月
十
四
日

四
月
十
四
日

四
月
十
四
日

四
月
廿
三
日

四
月
廿
六
日

五
月
十
一
日

〈
記
事
)

五
月
十
八
日

五
月
廿
日

五
月
廿
四
日

五
月
廿
六
日

六
月
一
日

六
月
一
日

(
記
事
)

六
月
六
日

六
月
九
日

六
月
十
九
日

(
記
事
)

六
月
廿
三
日

(
記
事
)

七
月
十
二
日

七
月
廿
七
臼

七
月
臨
時
日

八
月
三
日

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
害
状

高
崎
能
乗
外
二
名
連
署
請
取
状

理
性
院
観
助
害
状

鹿
児
島
支
配
所
加
増
名
寄

寺
沢
広
高
書
状

島
津
義
弘
息
女
御
下
譜

島
津
家
久
書
状
案

近
衛
信
弔
T
書
状

比
志
島
国
貞
外
二
名
連
署
知
行
目

録島
津
惟
新
書
状

比
志
島
国
貞
外
二
名
連
署
覚
書

比
志
島
国
貞
外
二
名
連
署
旋
書

島
津
家
久
譜

島
津
家
久
書
状
案

島
津
家
久
書
状

山
口
直
友
書
状

島
津
家
久
譜

島
津
家
久
書
状

島
津
義
弘
譜

島
津
家
久
書
状
案

島
津
家
久
害
状

本
多
正
信
害
状

島
津
義
弘
書
状

一
O
二
八
(
慶
長
十
八
年
)

一
O
二
九
(
慶
長
十
八
年
)

一
O
三
O
(慶
長
十
八
年
)

一
O
三
一
(
慶
長
十
八
年
)

一
O
三
二
(
慶
長
十
八
年
)

一
O
一
三
ニ
(
慶
長
十
八
年
)

一
O
三
四
(
慶
長
十
八
年
)

一
O
三
五
〈
慶
長
十
八
年
)

一
O
三
六
(
慶
長
十
八
年
)

一
O
三
七
(
慶
長
十
八
年
)

一
O
一
二
八
(
慶
長
十
八
年
)

一
O
三
九
(
慶
長
十
五
年
〉

一O
四
O

一
O
四
一
(
慶
長
十
五
年
)

一
O
四
二
(
慶
長
十
八
年
)

一
O
四
三
(
慶
長
十
八
年
)

一O
四
四

一
O
四
五
慶
長
十
八
年

一
O
四
六
慶
長
十
八
年

一
O
四
七
(
慶
長
十
八
年
)

一
O
四
八
慶
長
十
八
年

一
O
四
九
慶
長
十
八
年

一
O
五
O
(慶
長
十
八
年
)

一
O
五
一
(
慶
長
十
八
年
)

八
月
七
日

八
月
八
日

八
月
八
日

八
月
八
日

八
月
廿
一
日

八
月
廿
二
日

八
月
廿
二
日

八
月
廿
二
日

八
月
廿
二
日

八
月
廿
二
日

八
月
廿
二
日

八
月
廿
五
日

(
記
事
)

八
月
廿
六
日

九
月
八
日

九
月
八
日

二
月
廿
九
日

九
月
九
日

九
月
十
五
日

九
月
十
七
日

九
月
廿
四
日

九
月
廿
四
日

九
月
廿
四
日

九
月
廿
四
日

島
津
家
久
書
状
案

島
津
義
弘
害
状

島
津
家
久
書
状
案

島
律
家
久
書
状
案

島
津
家
久
書
状
案

島
津
家
久
書
状
案

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
義
弘
書
状
↑

島
津
義
弘
害
状

島
津
義
弘
書
状

島
津
惟
新
書
状

島
津
家
久
譜

本
多
正
純
書
状

島
津
惟
新
書
状

近
衛
信
デ
害
状

島
津
忠
嘉
畝
書
状

安
楽
某
覚
書

島
津
家
久
条
書

比
志
島
国
貞
・
伊
勢
貞
回
目
連
署
状

伊
勢
貞
昌
・
コ
一
原
重
種
連
署
知
行

目
録

伊
勢
貞
昌
・
三
原
重
種
連
署
覚
書

山
口
直
友
書
状

島
津
家
久
書
状
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O
五
二
(
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日
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五
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(
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)
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)
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五
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(
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日
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五
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(
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〉
十
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五
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二
(
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八
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)
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十
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日
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(
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八
年
)
十
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月
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月
十
三
日

五
月
十
三
日

五
月
十
三
日

五
月
十
三
日

五
月
廿
六
日

五
月
廿
八
日

(
記
事
〉

八
月
六
日

(
記
事
)

(
記
事
)

八
月
八
日

八
月
廿
五
日

九
月
二
日

九
月
八
日

九
月
十
七
日

九
月
十
八
日

九
月
廿
日

九
月
廿
日

十
月
二
日

十
月
十
一
日

十
月
十
一
日

徳
川
秀
忠
御
内
書

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
害
状

某
覚
書

島
津
久
元
外
四
名
連
署
知
行
目
録

島
津
久
元
外
四
名
連
署
知
行
目
録

喜
入
久
政
・
川
上
久
晴
連
署
名
寄

目
録

島
津
家
久
書
状

飛
鳥
井
雅
胤
書
状

島
津
光
久
譜

土
井
利
勝
書
状

北
郷
翁
久
譜

北
郷
翁
久
譜

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状

毛
利
秀
就
書
状

土
井
利
勝
書
状

伊
達
政
宗
害
状

伊
達
政
宗
書
状

島
津
家
久
書
状

秋
月
某
書
状

島
津
家
久
書
状

酒
井
忠
世
害
状

酒
井
忠
世
書
状

一
七
O
六
〈
元
和

一七
O
七

一七
O
八
(
元
和

一七
O
九

一
七
一

O

一
七
一
一
(
元
和
六
年
)
十
二
月
十
九
日

一
七
一
一
一
(
元
和
六
年
)
十
二
月
十
九
日

一
七
ご
ニ
(
元
和
六
年
)
閏
十
二
月
十
日

一
七
一
四
(
元
和
六
年
)
間
十
二
月
十
日

一
七
一
五
(
元
和
六
年
〉
閏
十
二
月
廿
九
日

一

七

一

六

(

記

事

)

一

七

一

七

二

月

二

十

七

日

一
七
一
八

一
七
一
九

一
七
二
O

一
七
二
一

一
七
二
二

一
七
二
三

一
七
二
四
(
元
和

一
七
二
五

一
七
二
六
元
和

一
七
二
七
(
元
和

一
七
二
八
(
元
和

元
和

巻
七
十
六 六

年
)
十
一
月
十
一
一
一
日

(
記
事
)

六
年
)
十
二
月
七
日

(
記
事
)

六
年

〈
記
事
)

正
月
十
五
日

(
記
事
)

七
年
)

(
記
事
)

(
記
事
)

二
月
五
日

(
記
事
)

二
月
六
日

二
月
廿
六
日

三
月
十
二
日

七
年

七
年
)

六
年
)

酒
井
忠
世
書
状

島
津
家
久
譜

井
上
正
就
書
状

島
津
光
久
譜

島
津
忠
広
一
流
系
図

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
覚
書

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
害
状

喜
入
忠
政
・
伊
勢
貞
昌
連
署
状

北
郷
忠
能
譜

薩
隅
日
三
州
一
所
衆
弁
廃
府
衆
中

高
極
帳
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島
津
家
久
譜

細
川
忠
興
覚
書

島
津
忠
朗
譜

島
津
家
久
条
書

島
津
光
久
譜

島
津
家
久
譜

喜
入
忠
政
・
伊
勢
貞
昌
連
署
状

島
津
家
久
譜

細
川
忠
利
起
詩
文

島
津
家
久
書
状

島
津
久
元
・
町
田
久
幸
連
署
状



一
七
二
九
(
元
和

一
七
三
O
(元
和

一
七
三
一
(
元
和

一
七
三
二

一
七
三
三
(
元
和

一
七
三
四
元
和

一
七
二
五
(
元
和

一
七
三
六
元
和

一
七
三
七
元
和

一
七
三
八
元
和

一
七
三
九
(
元
和

一
七
四
O

元
和

一
七
四
一
元
和

一
七
四
二
一
五
和

一
七
四
三
元
和

一
七
四
四

一
七
四
五
(
元
和

一
七
四
六

一
七
四
七
(
元
和

一
七
四
八

一
七
四
九
(
元
和

一
七
五
O

一
七
五
一

一
七
五
二

一
七
五
三

七
年
)

七
年
〉

七
年
)

七
年
)

七
年

七
年
)

七
年

八
年

八
年

八
年
)

八
年

九
年

九
年

九
年

七
年
)

七
年
)

七
年
)

コロ
和

七
年

三
月
十
二
日

三
月
十
三
日

三
月
十
九
日

四
月
六
日

四
月
十
一
日

四
月
吉
日

五
月
五
日

八
月
廿
五
日

六
月
廿
四
日

六
月
廿
四
日

七
月
十
二
日

八
月
九
日

二
月
廿
七
日

三
月
十
一
日

五
月
吉
日

(
記
事
)

六
月
十
三
日

(
記
事
)

(
記
事
)

六
月
廿
八
日

九
月
五
日

(
記
事
)

十
月
十
二
日

(
記
事
)

島
津
久
元
・
町
田
久
幸
連
署
状

山
崎
正
信
書
状

島
津
久
元
・
町
田
久
幸
連
署
状

島
津
家
久
害
状

島
津
家
久
害
状

諏
訪
兼
安
起
請
文

徳
川
家
光
直
書

島
津
久
元
外
三
名
連
署
書
下

喜
入
忠
政
外
四
名
連
署
書
下

喜
入
忠
政
外
四
名
連
署
書
下

島
津
家
久
書
状

有
川
某
願
文

島
津
久
元
・
伊
勢
貞
昌
連
署
状

島
津
家
久
詠
草

住
吉
三
所
大
明
神
棟
札

島
津
家
久
譜

細
川
忠
興
書
状

島
津
家
久
譜

島
津
家
久
追
悼
和
歌

島
津
家
久
譜

伊
勢
貞
昌
書
状

徳
川
秀
忠
御
内
書

島
津
家
久
譜

島
津
家
久
書
下

島
津
家
久
諮

一
七
五
四
(
元
和

一
七
五
五

一
七
五
六
元
和

一
七
五
七
元
和

一
七
五
八
元
和

一
七
五
九

一
七
六
O

一
七
六
一
〈
元
和

一
七
六
二

一
七
六
三
(
元
和

一
七
六
四

一
七
六
五
(
元
和

一
七
六
六
(
元
和

一
七
六
七

一
七
六
八

一
七
六
九
(
元
和

一
七
七
O
(
元
和

一
七
七
一
(
元
和

一
七
七
二
(
元
和

一
七
七
三
元
和

一
七
七
四

一
七
七
五
(
元
和

一
七
七
六

一
七
七
七
(
元
和

一
七
七
八
元
和

十
月
十
七
日

(
記
事
)

十
二
月
四
日

十
二
月
五
日

十
二
月
七
日

(
記
事
)

(
記
事
)

七
年
)
十
二
月
廿
五
日

(
記
事
)

二
月
十
一
日

(
記
事
)

二
月
廿
一
日

二
月
廿
七
日

(
記
事
)

(
記
事
)

=
一
月
五
日

四
月
廿
二
日

五
月
二
日

五
月
三
日

五
月
廿
五
日

七
年
)

七七七
年年年

八
年
)

八
年
)

八
年
)

八
年
)

八
年
)

八
年
)

八
年
)

八
年

八
年
)

八
年
)

八
年

六
月
十
一
日

六
月
十
七
日

六
月
廿
四
日

島
津
家
久
害
状

島
津
家
久
譜

犬
追
物
手
組

犬
追
物
手
組

犬
追
物
手
組

島
津
久
元
譜

島
津
家
久
譜

徳
川
家
光
直
書

島
津
家
久
譜

板
倉
重
宗
主
回
状

島
津
光
久
譜

良
恕
入
道
親
王
書
状

山
口
恵
倫
誓
一
白
状

島
津
家
久
譜

島
津
久
元
諸

島
津
家
久
書
状

寺
沢
広
高
書
状

徳
川
家
光
直
書

井
上
正
就
書
状

賦
山
何
連
歌

島
津
忠
清
一
流
系
図

島
津
家
久
書
状

島
津
久
元
一
流
系
図

中
山
王
尚
豊
害
状

喜
入
忠
政
外
四
名
連
署
書
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九
(
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一
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和
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七
八
二
(
元
和

一
七
八
三

一
七
八
四
(
元
和

一
七
八
五
{
元
和

一
七
八
六

一
七
八
七
元
和

一
七
八
八

一
七
八
九
(
元
和

一
七
九
O
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七
九
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元
和

一
七
九
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〈
元
和

一
七
九
三

一
七
九
四
〈
元
和

一
七
九
五
一
元
和

一
七
九
六
(
元
和
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七
九
七

一
七
九
八
(
元
和

一
七
九
九
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O
O
〈
元
和
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O
一

一八
O
二
(
元
和

一
八

O
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六
月
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五
日

(
記
事
)

七
月
十
二
日

九
月
五
日

(
記
事
)

八
年
)
十
一
月
十
一
日

九
年
)
三
月
十
九
日

(
記
事
)

九
年
二
月
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七
日

(
記
事
)

八
年
)
十
二
月
廿
四
日

(
記
事
〉

四
月
廿
一
日

五
月
八
日

(
記
事
)

六
月
三
日

六
月
十
日

六
月
十
三
日

〈
記
事
)

六
円

U
二
回

(
記
事
)

七
月
十
日

〈
記
事
)

七
月
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四
日

(
記
事
)

八
年
)

八
年
)

八
年
)

九
年

九
年
〉

九
年
)

九
年

九
年
)

九
年
)

九
年
)

九
年
)

島
津
家
久
害
状

島
津
家
久
譜

島
津
家
久
書
状

飛
鳥
井
雅
胤
書
状

島
津
家
久
譜

島
津
久
一
河
害
状

良
純
法
親
王
書
状

島
津
家
久
譜

島
津
久
元
・
伊
勢
貞
昌
連
署
状

島
津
家
久
譜

徳
川
家
光
直
書

島
津
家
久
譜

島
津
家
久
追
悼
和
歌

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
譜

西
洞
院
時
直
書
状

島
津
久
元
外
二
名
連
署
綻
書

島
津
家
久
害
状

島
津
家
久
譜

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
譜

飛
鳥
井
雅
庸
書
状

島
津
家
久
譜

板
倉
勝
重
書
状

島
津
家
久
譜
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O
四
(
元
和
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O
五
(
元
和

一八
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六
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O
七
(
元
和
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O
八
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O
九
(
元
和

一
八
一

O
(
元
和

一
八
一
一
〈
元
和

一
八
一
一
一

一
八
一
三

一
八
一
四
(
元
和

一
八
一
五

一
八
二
ハ
(
元
和

一
八
一
七
(
一
克
和

一
八
一
八

一
八
一
九
(
元
和

一
八
二
O
(
元
和

一
八
一
一
一
(
元
和

一
八
二
二
(
元
和

一
八
二
三

一
八
二
四

一
八
二
五
(
元
和

一
八
二
六
元
和

九
年
)

九
年
)

九
年
)

九
年
)

元
年
)

九
年
)

フE
和

九
年

七
月
廿
六
日

七
月
廿
八
日

(
記
事
)

七
月
廿
八
日

七
月
廿
八
日

八
月
四
日

八
月
六
日

八
月
七
日

(
記
事
〉

八
月
廿
三
日

九
年
)
閏
八
月
十
日

(
記
事
)

九
年
)
関
八
月
廿
四
百

九
年
)
九
月

(
記
事
)

九
月
〉

九
月
十
日

九
月
十
五
日

十
月
十
九
日

九
年

九
年
)

九
年
)

九
年
)

(
記
事
)

十
月
廿
三
百

九
年
)
十
月
廿
三
日

九
年
十
一
月
八
日

土
井
利
勝
書
状

島
津
家
久
書
状

児
玉
氏
譜

島
津
久
元
・
伊
勢
貞
昌
連
署
状

島
津
久
元
・
伊
勢
貞
昌
連
署
状

飛
鳥
井
雅
胤
書
状

参
内
供
大
名
交
名

興
意
入
道
親
王
室
百
状

島
津
家
久
譜

島
津
久
元
・
喜
入
忠
続
連
署
手
形
銭

定
書

寺
山
久
豊
・
伊
地
知
重
竪
連
署
状

島
津
家
久
譜

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
書
状
案

島
津
家
久
譜

島
津
家
久
起
請
文
前
書
案

生
島
季
盛
書
状

理
性
院
観
助
書
状

ト
ム
ア
ン
ト
ニ
ヨ
・
ド
ン
ヘ
ル
ナ

ン
ド
連
署
状

桂
忠
能
譜

島
津
久
一
冗
外
三
名
連
署
状

島
津
久
元
外
コ
一
名
連
署
状

島
津
久
一
苅
外
三
名
連
署
書
下
写
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(
元
和
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八
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一
八
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九
〈
元
和

一
八
三
O
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和

一
八
三
一

一
八
三
二
(
元
和

一
八
三
三

一
八
三
四

一
八
三
五

一
八
三
六

一
八
三
七
元
和

一
八
三
八
(
寛
永

一
八
三
九

一
八
四
O
〈
寛
永

一
八
四
一
(
寛
永

一
八
四
二
元
和

一
八
四
三
元
和

一
八
四
四
元
和

一
八
四
五
元
和

一
八
四
六

一
八
四
七
元
和

一
八
四
八

一
八
四
九
(
寛
永

一
八
五
O

九
年
)
十
一
月
十
四
日

(
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事
)

九
年
〉
十
一
月
廿
八
日

九
年
)
十
二
月
六
日

九
年
)
十
二
月
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四
日

(
記
事
)

巻
七
十
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年
元
年
〉

元
年
)

元
年
)

十
年

十
年

十
年

十
年

十
年

元
年
)

疋
月
三
日

(
記
事
)

正
月
十
三
日

正
月
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四
目

正
月
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四
日

正
月
廿
九
日

二
月
十
二
日

二
月
十
二
日

二
月
十
二
日

二
月
廿
一
日

二
月
廿
二
日

(
記
事
)

三
月
十
七
日

三
月
十
八
日

四
月
十
一
日

(
記
事
)

喜
入
忠
政
・
伊
勢
貞
昌
連
署
状

島
津
家
久
譜

徳
川
家
光
御
内
書

酒
井
忠
世
書
状

雑
抄

徳
川
秀
忠
御
内
書

児
玉
利
昌
伝

児
玉
利
息
起
請
文
前
書

島
津
家
久
書
状

島
津
家
久
譜

漢
倭
連
句

大
橋
親
勝
書
状

天
野
長
信
書
状

生
島
季
盛
書
状

松
平
定
綱
書
状

賦
何
船
連
歌

賦
何
人
連
歌

四
辻
季
継
伝
授
状

賦
何
木
連
歌

島
津
家
久
譜

島
津
久
元
外
三
名
連
署
覚
書

島
津
家
久
害
状

島
津
家
久
書
状
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